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旧ユーゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託
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二
九
九
一
年
以
降
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
で
侵
さ
れ
た
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
に
責
任
を
有
す
る
者
を
訴
追
す
る
た
め

（
１
）
・

の
国
際
裁
判
所
」
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
は
、
一
九
九
○
年
代
前
半
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ー
フ
ビ
ア
の
解
体
に
関
わ
る
闘
争
の
過
程
で
犯
さ
れ

た
戦
争
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
い
っ
た
重
大
な
国
際
法
上
の
犯
罪
に
つ
い
て
個
人
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
国
連
の
一
機
関
で

あ
る
。
一
九
九
一
一
一
年
に
設
立
が
決
定
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
安
保
理
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
「
Ｃ
・
自
己
］
の
（
言
、
目
前
四
」
と
称
き
れ
る
閉

廷
計
画
に
基
づ
き
、
今
年
中
に
す
べ
て
の
事
件
の
第
一
審
裁
判
段
階
で
の
処
理
を
終
了
し
、
’
一
○
一
○
年
に
す
べ
て
の
業
務
を
終
了
し

て
閉
廷
す
る
こ
と
が
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
限
ら
ず
、
同
じ
く
安
保
理
決
議
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事

裁
判
所
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
を
模
範
と
し
て
閉
廷
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
以
外
の
国
際

的
な
刑
事
裁
判
機
関
も
、
特
定
の
紛
争
中
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
を
対
象
と
す
る
な
ど
管
轄
権
が
制
限
さ
れ
た
裁
判
所
で
あ
る
場
合
に
は
い

つ
か
そ
の
任
務
を
完
了
し
閉
廷
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
作
業
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
各
種
の
問
題
は
、
常
設

は
じ
め
に

お

わ５４３２
り
に冬Ｉ秀墓

（
１
）
職
員
の
離
脱

（
２
）
各
国
の
司
法
当
局
の
能
力
向
上
へ
の
支
援

（
３
）
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
経
験
・
知
識
の
伝
授

四
事
件
委
託
に
関
る
管
轄
権
の
問
題
の
考
察

１
国
家
に
事
件
委
託
す
る
権
限

委
託
さ
れ
る
事
件
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
逮
捕
状

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
国
家
の
競
合
管
轄
権
間
の
関
係

各
国
に
お
け
る
公
正
な
裁
判
等
を
確
保
す
る
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
監
視
機
能

事
件
委
託
と
引
渡
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(ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託日ユーゴ国際刑事裁判所
性
を
意
図
せ
ず
設
立
さ
れ
た
他
の
国
際
的
な
裁
判
機
関
に
今
後
参
考
と
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
計
画
の
遂
行
に
お
い
て
、
国
際
的
な
刑
事
裁
判
管
轄
権
と
各
国
の
裁
判
管
轄
権
と
の
関
係
が
見
直
さ
れ
て

き
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
国
際
的
な
裁
判
機
関
と
各
国
の
国
内
裁
判
所
と
の
競
合
す
る
管
轄
権
の
間
で
い
か
に
調
整
を
図
る
か
と
い
う
競

合
管
轄
権
の
調
整
問
題
が
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
自
ら
が
処
理
す
る
事
件
数
の
減
少
を
図
る
べ
く
行
い
始
め
た
国
家
の
司

法
当
局
へ
の
事
件
委
託
の
制
度
が
注
目
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
引
続
き
扱
わ
れ
る
事
件
と
諸
国
に
委
託
さ
れ
る
事
件
と
の
区
別
は
ど
の

よ
う
な
基
準
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
の
裁
判
か
諸
国
の
国
内
裁
判
所
で
の
裁
判
か
と
い
う
選
択
で
の
判
断
基
準
や
条
件

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
と
国
家
の
管
轄
権
と
の
関
係
の
理
解
に
資
す
る
。
こ
の
よ
う
に
競
合
す
る
管
轄
権
の

間
で
の
事
件
の
割
り
振
り
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
限
ら
ず
常
設
的
な
国
際
刑
事
裁
判
所
（
三
⑪
曰
昌
○
三
ｎ
口
目
言
【
・
貝
、

以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
と
い
っ
た
他
の
国
際
的
な
裁
判
機
関
と
国
家
の
競
合
管
轄
権
調
整
の
問
題
に
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
具
体
的
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
基
準
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
事
件
の
重
大
性
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
一
七
条
一
項
（
ｄ
）
が
定
め
る
Ｉ

Ｃ
Ｃ
が
管
轄
権
を
行
使
す
る
前
提
条
件
で
あ
る
事
件
の
重
大
性
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
へ
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
の
で

本
稿
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
計
画
の
検
討
を
通
じ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
意
義
を
再
度
確
認
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
国
家
の
管
轄
権
と
の
関
係
の

理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
次
章
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
立
と
活
動
を
概
括
し
た
後
、
第
二
章
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
計
画
の

詳
細
を
明
ら
か
に
し
、
第
三
章
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
安
保
理
に
定
期
的
に
提
出
し
て
い
る
閉
廷
計
画
の
実
施
経
過
に
関
す
る
報
告
書
と
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
る
各
種
の
決
定
や
規
則
改
正
作
業
を
素
材
と
し
て
、
閉
廷
計
画
の
現
時
点
で
の
進
行
状
況
と
そ
の
課
題
を
検
討
す
る
。
第

四
章
で
は
、
閉
廷
期
限
遵
守
の
要
の
一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
件
委
託
の
制
度
に
注
目
し
、
事
件
委
託
に
関
わ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の

決
定
を
検
証
し
て
同
制
度
が
提
起
す
る
管
轄
権
に
関
す
る
法
的
問
題
点
を
考
察
す
る
。

あ
る
。
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〆

１
設
立
理
由
と
設
立
方
法

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
一
九
九
一
一
一
年
五
月
一
一
五
日
の
安
保
理
決
議
八
二
七
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
人
の
刑
事
責
任
を
審
理
す
る
裁
判
機
関
で
あ

る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
後
に
設
立
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
と
と
も
に
臨
時
に
安
保
理
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
国
連
の
一
機
関
で
あ
る
点
で
、
常
設

的
な
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
は
異
な
り
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
国
際
刑
事
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
て
い
る
国
連
機
関
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
創
設
は
安
保
理
決
議
を
法
的
根
拠
と
す
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
解
体
と
複
数
の
独
立
国
の
形
成
に
伴
っ
た
武
力
紛

争
が
民
族
及
び
宗
教
間
の
対
立
を
元
に
激
化
し
て
人
道
法
の
重
大
な
違
反
行
為
が
多
発
し
た
こ
と
に
憂
慮
し
、
刑
事
裁
判
が
破
壊
さ
れ

た
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
回
復
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
安
保
理
が
設
立
し
た
の
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

（
２
）

国
際
法
上
の
犯
罪
を
国
際
的
に
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
い
這
う
、
国
際
公
法
秩
序
の
構
想
が
見
ら
れ
る
。
安
保
理
決
議
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
実
質
的
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
条
約
に
よ
る
設
置
と
い
っ
た
他
の
設
立
方
法
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
解
体
に
よ
り
独
立
を
求
め
る
諸
集
団
な
ど
紛
争
当
事
者
か
ら
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
不
可
能
と
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
こ
れ
ら
紛
争
地
域
の
諸
国
の
司
法
制
度
が
崩
壊
し
又
は
偏
見
を
も
っ
て
行
動
す
る
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
、
犯
罪
が
野
放
し
に

さ
れ
て
い
る
状
況
が
更
な
る
犯
罪
を
招
く
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
国
際
的
な
機
関
に
よ
り
実
効
的
か
つ
公
正
な
裁
判
を
実
施
し
て
犯
罪
を

抑
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
計
画
を
検
討
す
る
前
に
、
本
章
で
は
そ
の
前
提
知
識
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
関
連
事
実
を
概
括
す
る
。
設
立
態
様
や

組
織
的
な
位
置
付
け
ｌ
特
に
安
保
理
と
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
が
閉
廷
計
画
を
検
討
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
本
章

の
最
後
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
意
義
を
再
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

Ｉ
ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
立
と
活
動
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日ユーゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
で
犯
さ
れ
た
重
大
な
国
際
法
上
の
犯
罪
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
国
内
裁
判
所
の
管
轄
権
は
競
合
す
る
が
、

前
者
は
後
者
に
優
越
す
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
九
条
）
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
国
内
裁
判
所
に
優
越
す
る
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

（
４
）

国
内
裁
判
所
に
対
し
て
事
件
を
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
移
送
す
る
よ
う
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
続
証
拠
規
則
の
規
則
九
に
従
い
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
で
捜
査
又
は
手
続
が
開
始
さ
れ
た
事
件
が
、
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
、
通
常
犯
罪
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
、
又
は
そ
の
手
続
が

公
平
性
若
し
く
は
独
立
性
を
欠
く
場
合
、
又
は
被
告
人
を
国
際
的
な
刑
事
責
任
か
ら
保
護
す
る
目
的
の
手
続
で
あ
っ
た
場
合
、
又
は
事

件
が
誠
実
に
訴
追
き
れ
て
い
な
い
等
の
場
合
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
事
件
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
移
送
さ
れ
る
よ
う
正
式
に
要
請
し
う
る
。
そ
の

よ
う
な
正
式
要
請
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
、
国
は
要
請
の
通
知
後
六
○
日
以
内
に
応
じ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
事
実

は
規
則
三
に
基
づ
き
安
保
理
に
報
告
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
国
内
裁
判
所
の
管
轄
権
は
、
上

下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
垂
直
関
係
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
権
国
家
の
管
轄
権
相
互
の
間
に
あ
る
水
平
的
関
係

２
１
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
紛
争
へ
の
対
処
措
置
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
管
轄
権
と
任
務

に
お
い
て
当
初
か
ら
特
定
性
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
生
じ
る
犯
罪
を
広
く
扱
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
は
異
な
り
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
権
限
と
活
動
は
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
は
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
で
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
の
み
及
ぶ
。
次
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
時
間
的
管
轄
権
は

一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
に
行
わ
れ
た
犯
罪
に
制
限
さ
れ
て
い
る
了
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
一
条
、
第
八
条
）
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
と

（
３
）

は
異
な
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
そ
の
規
程
に
時
間
的
管
轄
権
の
終
了
時
点
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
理
論
上
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
設
立
後
に
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
領
域
で
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
対
し
て
も
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
自
然
人
の
刑
事
責
任
を

追
及
す
る
機
関
で
あ
り
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
六
条
）
、
国
家
に
対
す
る
管
轄
権
を
持
た
な
い
。
国
家
や
国
際
組
織
を
処
罰
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

正
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（
５
）

と
は
異
な
肌
ソ
、
国
家
間
の
司
法
共
助
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
相
互
主
義
を
基
礎
と
す
る
法
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
優
越
性
は
、
後
に
検
討
す
る
事
件
委
託
に
関
わ
り
生
じ
る
管
轄
権
間
の
調
整
問
題
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

最
後
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
の
源
泉
と
国
家
主
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
。
国
際
刑
事
裁
判
管
轄
権
の
権
原
の
根
拠
に
つ
い
て

（
６
）

は
、
国
家
管
轄
権
が
委
譲
さ
れ
て
い
る
と
す
う
Ｃ
説
が
存
在
す
る
が
、
国
際
刑
事
法
及
び
国
際
人
道
法
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
国
際

（
７
）

法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
る
主
体
が
生
来
的
に
管
轄
権
を
有
し
う
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
ｊ
Ｄ
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
各

国
は
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
権
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
競
合
す
る
管
轄
権
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
存
在
で
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
は
各
国

の
管
轄
権
が
委
譲
き
れ
た
管
轄
権
で
は
な
く
、
固
有
の
存
在
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
固
有
の
存
在
で
あ
る
と
の
解
釈
は
適
用
法
規

の
違
い
を
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
に
あ
た
り
、
ミ
ロ
シ
ェ
ビ
ッ
チ
元
大
統
領
の
訴
追
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
は
国
際
法
上
の
犯
罪
に
つ
い
て
公
的
地
位
に
関
ら
ず
責
任
が
追
及
さ
れ
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
七
条

一
一
項
）
の
で
あ
り
、
国
家
元
首
で
あ
っ
て
も
免
責
の
特
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。
免
責
特
権
が
各
国
の
国
内
裁
判
所
で
は
維
持
さ
れ
る
の

に
対
し
て
、
国
際
的
な
刑
事
裁
判
機
関
で
は
免
責
特
権
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
根
拠
と
さ
れ
る
管
轄
権
が
異
な
る
こ
と
の
証
拠
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
国
際
的
な
裁
判
機
関
で
は
刑
事
裁
判
か
ら
の
免
責
特
権
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
逮

（
８
）

捕
状
事
件
で
ｊ
ｂ
確
認
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
国
連
の
一
機
関
で
あ
る
。
安
保
理
決
議
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
組
織
法
上
は
安
保
理
の
補
助

機
関
と
の
位
置
付
け
に
あ
る
。
司
法
機
関
の
設
置
及
び
存
続
が
政
治
的
機
関
で
あ
る
安
保
理
の
意
思
に
依
存
す
る
こ
と
が
司
法
の
独
立

性
や
公
平
性
を
損
ね
か
ね
な
い
と
危
倶
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
の
裁
判
が
開
始
し
た
直
後
、
被
告
人
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
立
の
違
法
性
が

（
９
）

、
王
張
さ
れ
た
が
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
裁
判
を
行
う
司
法
機
関
で
あ
る
関
係
上
、
安
保
理
か
ら
の
政
治
的
介
入
を
受
け

３
組
織
構
造
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４
活
動

こ
こ
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
主
た
る
活
動
１
１
す
な
わ
ち
裁
判
活
動
を
中
心
に
し
て
成
果
を
紹
介
す
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
総
勢
一
六
一
名
の

被
疑
者
を
起
訴
し
て
お
り
、
二
○
○
八
年
八
月
現
在
、
一
六
一
名
中
一
一
五
名
の
事
件
処
理
を
終
了
さ
せ
て
い
る
。
現
時
点
で
四
六
名

の
被
告
人
の
手
続
が
未
完
了
で
あ
り
、
内
一
○
名
が
上
訴
裁
判
部
で
、
ま
た
内
二
七
名
が
第
一
審
裁
判
部
で
係
属
中
で
あ
り
、
内
一
名

が
第
一
審
裁
判
部
の
判
決
を
待
つ
状
態
に
、
そ
し
て
今
年
逮
捕
さ
れ
た
カ
ラ
ジ
ッ
チ
氏
を
含
め
た
六
名
が
予
審
段
階
に
あ
る
。
そ
し
て

残
り
一
一
名
（
ム
ラ
ジ
ッ
チ
氏
と
害
量
・
氏
）
の
身
柄
拘
束
が
未
だ
で
き
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
審
理
さ
れ
た
最
初
の
事
件
は
タ
ジ
ッ
チ
（
毎
畳
）
事
件
で
あ
る
。
タ
ジ
ッ
チ
事
件
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
ド
イ
ツ
か
ら
の
身

柄
移
送
を
受
け
、
二
○
○
○
年
一
月
一
一
六
日
に
上
訴
裁
判
部
が
一
一
○
年
の
刑
を
宣
告
し
た
こ
と
で
終
了
し
た
。
し
か
し
、
仮
に
本
件
が

現
在
提
起
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
事
件
の
重
要
性
を
計
っ
た
結
果
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
の
裁
判
処
理
に
固
執
す
る
こ
と

る
よ
う
な
従
属
し
た
関
係
は
否
定
さ
れ
、
安
保
理
か
ら
独
立
し
た
中
立
か
つ
公
正
な
機
関
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
命
令
を
遵
守
し
な
い
国
は
安
保
理
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
点
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
決
定
の
拘
束
力
及
び

強
制
力
は
最
終
的
に
安
保
理
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
裁
判
組
織
は
、
裁
判
官
と
検
察
局
及
び
事
務
局
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
国
内
制
度
で
は
一
般
的
に
捜
査
は
警
察
が
行

い
、
検
察
は
専
ら
訴
追
及
び
裁
判
手
続
に
携
わ
る
処
理
を
担
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
警
察
及
び
検
察
並
び
に
裁
判
所
は
別
個
の
機
関
と

し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
は
、
警
察
組
織
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
や
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
い
っ
た
他
の
国
際
的
な
刑
事

裁
判
機
関
に
共
通
の
特
徴
で
あ
り
、
検
察
局
が
捜
査
も
担
当
し
、
検
察
官
自
ら
に
よ
る
捜
査
又
は
各
国
の
当
局
に
捜
査
依
頼
す
る
こ
と

に
よ
り
訴
追
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
任
務
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
独
自
の
警
察
組
織
を
欠
く
た
め
、
被
疑
者
の
身
柄
拘
束
や
証

拠
収
集
等
に
は
国
家
か
ら
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
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５
１
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
成
果

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
国
連
憲
章
第
七
章
の
下
で
国
際
の
平
和
と
安
全
を
維
持
す
る
措
置
と
し
て
設
立
さ
れ
た
最
初
の
裁
判
所
で
あ
る
。
そ
の

誕
生
こ
そ
国
際
法
の
大
き
な
発
展
を
現
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
裁
判
所
長
は
、
他
の
既
存
の
国
際
裁
判
所
よ
り
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
効
率
的

か
つ
生
産
的
で
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
と
と
も
に
、
国
際
社
会
全
体
の
支
持
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
唯
一
の
普
遍
的
な
国
際
裁

（
、
）

判
機
関
で
あ
る
と
の
自
負
を
一
不
し
て
い
る
。
本
節
で
は
現
在
も
活
動
中
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
成
果
の
す
べ
て
を
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
の
先
駆
的
立
場
に
注
目
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
主
要
な
成
果
に
つ
い
て
述
べ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
創
設
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
及
び
極
東
軍
事
裁
判
所
の
設
立
後
に
長
ら
く
望
ま
れ
な
が
ら
も
頓
挫
し
て
い
た
国
際
的
な

刑
事
裁
判
機
関
の
設
立
構
想
の
復
活
を
促
し
た
歴
史
的
意
義
が
あ
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
大
惨
事
は
、
犯
罪
被
害
の
規
模
と

残
虐
性
を
間
近
で
目
撃
し
た
国
際
社
会
に
衝
撃
を
与
え
、
国
際
的
な
刑
事
裁
判
機
関
の
必
要
性
を
再
認
識
さ
せ
、
国
際
社
会
の
意
識
変

化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
不
処
罰
の
文
化
（
・
已
目
の
。
｛
旨
己
目
ご
）
」
を
断
ち
切
り
、
重
大
な
国
際
法
上
の
犯
罪

を
黙
認
せ
ず
に
断
固
と
し
た
態
度
で
非
難
し
糾
弾
す
る
国
際
社
会
の
態
度
を
示
す
べ
く
、
国
連
の
安
保
理
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
立
を
決
定

し
た
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
立
と
活
動
は
、
そ
の
後
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
や
Ｉ
Ｃ
Ｃ
な
ど
他
の
国
際
的
な
刑
事
裁
判
機
関
の
設
立
を
促
し
、

国
際
法
上
の
犯
罪
が
個
人
の
処
罰
で
も
っ
て
処
遇
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
不
処
罰
の
文
化
が
支
配
的
で
あ
っ
た
時
代
と
の
決
別

を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
国
際
社
会
の
意
識
変
化
を
象
徴
し
、
国
際
人
道
法
及
び
国
際
刑
事
法
の
飛
躍

的
な
発
展
を
も
た
ら
す
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

な
く
、
十
中
八
九
、
国
家
の
管
轄
権
に
委
ね
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
は
手
続
証
拠

規
則
の
規
則
一
一
の
二
に
基
づ
き
国
家
管
轄
権
に
事
件
を
委
託
す
る
手
続
の
利
用
が
促
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
実
際
に
現
時
点
で

一
三
名
の
被
疑
者
が
関
る
事
件
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
国
家
に
委
託
さ
れ
て
い
る
。
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し
て
い
『
６
。

法
の
発
展
と
明
確
化
に
貢
献
し
た
だ
け
で
な
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
技
術
的
な
面
に
お
い
て
も
成
果
を
残
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
世

界
の
中
で
最
も
近
代
的
な
設
備
を
備
え
た
法
廷
設
備
を
実
現
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
や
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
特
別
裁
判
所
と
い
っ
た

近
代
的
な
法
廷
の
モ
デ
ル
と
し
て
真
似
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
公
開
さ
れ
て
い
る
充
実
し
た
裁
判
デ
ー
タ
ー
ベ
ー

ス
を
作
成
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
判
例
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
へ
の
便
宜
が
図
ら
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
活
動
の
最
大
の
成
果
は
、
国
際
人
道
法
の
執
行
に
お
い
て
貴
重
な
先
例
を
生
み
出
し
た
こ
と
、
及
び
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

（
ｕ
）

ア
地
域
に
平
和
と
安
定
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。
確
か
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
歴
史
的
事
実

の
解
明
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
法
的
及
び
組
織
的
な
先
例
を
数
多
く
残
し
た
先
駆
的
な
組
織
と
言
え
る
。
そ
も
そ
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設

立
自
体
が
国
際
人
道
法
及
び
国
際
刑
事
法
の
大
躍
進
と
考
え
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
そ
の
活
動
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
分
野
の
法
規
則
の
発

展
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
で
列
挙
き
れ
た
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
及
び
集
団
殺
害
犯
罪
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）

の
定
義
と
犯
罪
構
成
要
件
が
明
確
に
さ
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
他
に
も
例
え
ば
、
国
際
武
力
紛
争
の
存
在
認
定
や
、
保
護
対
象

者
の
定
義
を
行
っ
た
判
例
は
、
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
の
犯
罪
構
成
要
件
を
拡
大
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
拷
問
の
禁
止
が
逸
脱
不
可
能
な
規
則
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
性
的
暴
力
が
国
際
法
上
の
犯
罪
を
構
成
し
う
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
国
際
紛
争
と
非
国
際
紛
争
に
適
用
可
能
な
戦
争
法
規
及
び
慣
習
の
違
い
を
縮
め
た
と
評
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
上
官
責

任
の
原
理
の
要
件
等
の
国
際
刑
事
法
上
の
原
理
原
則
の
詳
細
化
や
、
刑
事
手
続
上
認
め
ら
れ
る
被
疑
者
及
び
被
告
人
の
権
利
並
び
に
被

害
者
の
権
利
な
ど
、
国
際
人
権
法
上
も
興
味
深
い
数
々
の
判
例
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刑
事
訴
訟
手
続
上
も
独
創
的
な
制
度
を
確

立
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
当
事
者
主
義
的
手
続
と
職
権
主
義
的
手
続
の
両
要
素
を
含
ん
だ
独
自
の
法
制
度

を
創
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
証
人
保
護
措
置
の
充
実
化
や
、
国
防
に
関
る
情
報
の
開
示
や
秘
匿
性
の
問
題
な
ど
、
国
際
的
な
手

続
法
上
の
問
題
に
関
し
て
数
々
の
先
例
を
残
し
た
。
法
支
援
に
お
い
て
も
独
自
の
制
度
を
採
用
し
、
弁
護
人
候
補
の
育
成
に
も
力
を
出
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１
安
保
理
に
よ
る
閉
廷
計
画
の
承
認

一
九
九
三
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
設
立
さ
れ
た
と
き
に
は
、
設
立
根
拠
の
安
保
理
決
議
に
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
に
も
任
務
の
完
了
期
限
は
定

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
（
＆
言
ｏ
）
裁
判
所
」
と
の
通
称
が
表
す
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
常
設

的
な
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
く
国
際
法
上
の
犯
罪
に
つ
い
て
個
人
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
機
関
で
あ
る
Ｉ

Ｃ
Ｃ
が
常
設
的
な
機
関
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
と
同
様
に
、
特
定
の
紛
争
に
対
す
る
緊
急
処
置
の
一
環
と
し
て

設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
達
成
後
は
消
滅
す
る
こ
と
が
設
立
当
初
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
将
来
的
に
閉
廷
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
自
身
も
二
○
○
○
年
に
入
る
ま
で
閉
廷
を
真
剣
に
検

（
週
）

討
し
て
こ
な
か
っ
た
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
二
○
○
一
一
年
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
所
長
が
安
保
理
へ
の
第
九
回
年
次
報
告
書
に
お
い
て
Ｉ

（
皿
）

Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
任
務
完
了
に
向
け
た
改
正
に
つ
い
て
一
一
一
一
口
及
し
た
。
同
報
告
書
に
記
さ
れ
た
改
正
案
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
「
最
も
重
大
に
国
際
公

序
を
害
し
た
」
犯
罪
に
専
念
し
、
そ
の
他
の
事
件
を
国
内
裁
判
所
に
委
託
す
る
可
能
性
を
探
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
の
報

本
章
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
計
画
を
概
括
す
る
。
ま
た
、
閉
廷
期
限
を
遵
守
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
数
々
の
改
正
の
中
で
も
事
件
委

託
の
制
度
に
注
目
し
紹
介
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
顕
著
な
成
果
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
反
面
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
の
維
持
に
伴
う
経
費
が
莫
大
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
裁
判
所
の
継
続
を
渋
る
声
も
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
裁
判
所
の
閉
廷
は
、
裁
判
所
経
費
の
議
論
か
ら
広

（
皿
）

が
っ
た
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。

二
閉
廷
計
画

、

2２



日ユーゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託
告
書
を
受
け
て
、
一
一
○
○
三
年
八
月
一
一
八
日
、
安
保
理
決
議
一
五
○
一
一
一
は
「
Ｃ
・
目
己
］
①
［
言
切
目
【
①
巴
」
と
称
す
る
閉
廷
計
画
を
承
認
し

た
。
同
決
議
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
に
対
し
て
、
二
○
○
四
年
の
末
ま
で
に
捜
査
終
了
、
二
○
○
八
年
末
ま
で
に
第
一
審
裁
判

（
胆
）

段
階
の
裁
判
終
了
、
そ
し
て
二
○
一
○
年
ま
で
に
上
訴
を
含
め
た
す
べ
て
の
事
件
処
理
の
終
了
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
安
保
理

は
閉
廷
計
画
の
遂
行
の
た
め
に
す
べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
に
命
じ
た
。

ま
た
、
同
決
議
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
の
閉
廷
計
画
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
国
家
の
完
全
な
る
協
力
が
前
提
で
あ

る
と
言
明
し
た
Ｃ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
最
も
地
位
の
高
い
指
導
者
を
訴
追
し
裁
判
す
る
こ
と
に
専
念
し
、
責
任
程
度
が
こ
の
レ
ベ
ル
に
達
し
な

い
他
の
容
疑
者
に
関
し
て
は
、
適
宜
、
権
限
あ
る
国
家
管
轄
権
に
委
ね
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
国
家
管
轄
権
の
能
力
向
上
を
強
化
す
る
と

（
胆
）

い
』
７
１
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
提
起
し
た
構
想
は
、
安
保
理
理
事
長
に
よ
り
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
各
国
に
は
、
被
疑
者
の
引
渡
や
刑
の
執
行
と

い
っ
た
面
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
活
動
を
支
援
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
国
の
警
察
及
び
司
法
能
力
を
向
上
き
せ
国
家
管
轄
権
を
適
正
に
行
使
す

る
こ
と
に
よ
り
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
を
支
援
す
る
一
助
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
国
々

に
は
、
不
処
罰
と
戦
う
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
理
念
を
効
果
的
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

安
保
理
決
議
一
五
一
一
一
四
（
二
○
○
四
年
）
は
、
閉
廷
計
画
を
定
め
た
安
保
理
決
議
一
五
○
’
一
一
を
再
確
認
し
た
。
本
決
議
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
に
対
し
て
最
も
責
任
程
度
の
高
い
者
の
訴
追
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
り
取
扱
事
件
数
の
見
直
し
を
迫
る
と
同
時
に
、
半

年
に
一
度
、
閉
廷
計
画
の
実
施
状
況
を
安
保
理
に
報
告
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

２
１
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
け
る
事
件
処
理
の
速
や
か
な
完
了

閉
廷
計
画
で
示
さ
れ
た
三
つ
の
期
限
’
二
○
○
四
年
末
ま
で
に
捜
査
終
了
、
二
○
○
八
年
末
ま
で
に
第
一
審
裁
判
段
階
の
裁
判
終

了
、
二
○
’
○
年
ま
で
に
す
べ
て
の
事
件
処
理
を
終
了
ｌ
を
守
る
た
め
に
は
、
事
件
審
理
中
に
閉
廷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
い
て
す
べ
て
の
事
件
が
完
了
し
た
状
態
を
で
き
う
る
限
り
早
く
達
成
す
る
べ
く
係
属
中
の
事
件
処
理
の
速
度
を
速
め
る

2３



前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
事
件
処
理
の
迅
速
化
の
た
め
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
数
々
の
改
正
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
事
件
処
理
の
迅
速
化

だ
け
で
は
二
○
一
○
年
ま
で
に
す
べ
て
の
業
務
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
た
。
閉
廷
計
画
の
期
日
を
遵
守
す
る
た
め

に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
審
理
す
る
事
件
の
絶
対
数
を
減
ら
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
案
さ
れ
た
の
が
、
国
家
へ
の
事
件
委

託
で
あ
る
。
こ
の
事
件
委
託
の
制
度
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
既
に
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
て
も
各
国
の
国
内
裁
判
所
に
委
ね
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

の
取
り
扱
い
事
件
数
を
減
少
さ
せ
る
策
と
し
て
活
用
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

閉
廷
計
画
以
前
に
も
手
続
の
合
理
化
等
を
図
る
べ
く
多
様
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
閉
廷
計
画
を
受
け
て
事
件
処
理
の
迅
速
化

（
Ⅳ
）

を
図
る
た
め
の
改
変
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
け
る
裁
判
迅
速
化
の
た
め
の
組
織
改
変
と
し
て
、
臨
時
裁
判
官
（
。
＆
｛
『
‐

（
肥
）

訂
ミ
］
＆
、
の
）
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
た
が
、
二
○
○
’
一
一
年
一
○
月
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
制
限
を
撤
廃
し
て
臨
時
裁
判
官
が
予
審
段

階
で
も
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
臨
時
裁
判
官
の
増
員
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
け
る
事
件
処
理
の
迅
速
化
に
さ
ら
に
貢
献

す
る
と
考
え
ら
れ
、
一
一
○
○
八
年
一
一
月
二
○
日
、
安
保
理
は
最
大
一
一
一
名
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
臨
時
裁
判
官
を
、
臨
時
に
一
六

名
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
許
容
し
た
。

（
四
）

上
訴
裁
判
部
の
組
織
改
革
や
弁
護
人
組
織
の
規
定
改
正
に
加
違
え
て
、
他
に
も
数
々
の
手
続
き
の
改
定
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
人

の
裁
判
官
が
裁
判
続
行
で
き
な
く
な
っ
て
も
裁
判
自
体
は
継
続
し
て
審
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
手
続
の
合
理
化
と
迅
速
化
を
図

る
改
良
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
事
件
処
理
の
さ
ら
な
る
迅
速
化
の
努
力
を
求
め
る
圧
力
に
対
し
て
、
二
○
○
四
年
の
報
告
書

の
中
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
裁
判
所
長
は
、
こ
れ
以
上
の
改
革
は
、
裁
判
の
公
平
性
を
保
障
し
つ
つ
審
理
を
行
う
こ
と
を
困
難
と
す
る
可
能
性
が

あ
る
と
反
発
し
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
裁
判
の
質
を
維
持
す
る
上
で
は
迅
速
化
に
も
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

３
国
家
へ
の
事
件
委
託

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
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日ユーゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託

国
家
へ
の
事
件
委
託
の
制
度
を
導
入
す
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
委
託
の
問
題
を
扱
う
裁
判
官
団
を
新
た
に
設
置
す
る
な
ど
、
手
続
証

拠
規
則
の
改
正
を
行
っ
た
。
以
下
で
こ
れ
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
る
改
正
を
紹
介
す
る
。

最
も
重
大
な
犯
罪
と
最
上
級
の
高
官
が
関
る
事
件
の
審
理
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
専
念
す
べ
き
と
す
る
安
保
理
か
ら
の
要
請
に
従
い
、
手
続

証
拠
規
則
の
規
則
二
八
が
改
正
さ
れ
た
。
改
正
さ
れ
た
規
則
二
八
（
Ａ
）
で
は
、
検
察
官
が
提
起
す
る
起
訴
状
を
裁
判
官
が
確
認
す
る

前
に
、
事
務
局
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
下
の
犯
罪
に
つ
い
て
最
も
責
任
が
あ
る
最
上
級
の
指
導
者
（
曰
・
の
【
の
①
己
○
二
①
己
円
の
）
の
い
ず
れ
か

が
関
る
起
訴
と
み
ら
れ
る
か
否
か
を
判
断
し
、
そ
の
旨
判
断
さ
れ
た
起
訴
の
み
が
裁
判
所
所
長
の
手
を
経
て
規
則
四
七
の
手
続
が
継
続

さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
け
る
今
後
の
起
訴
が
最
も
高
官
で
あ
る
者
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
扱
わ
れ
る
事
件
に
新
た
に
制
約
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
国
家
へ
の
事
件
委
託
を
可
能
と
す
る
た
め
、
二
○
○
一
一
年
一
一
一
月
、
手
続
証
拠
規
則
の
規
則
一
一
の
一
一
が
改
正
さ
れ
た
。
元
々

の
規
則
こ
の
二
は
、
国
内
裁
判
所
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
の
起
訴
を
停
止
さ
せ
る
た
め
に
一
九
九
七
年

に
挿
入
さ
れ
た
規
則
で
あ
っ
た
が
、
新
た
に
事
件
委
託
の
制
度
が
同
規
則
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
改
正
き
れ
た
規
則
三
の
一
一

（
Ａ
）
は
、
起
訴
が
行
わ
れ
た
後
で
あ
っ
て
も
公
判
開
始
前
な
ら
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
国
家
に
事
件
処
理
が
委
託
さ
れ
う
る
こ
と
を
認

め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
初
、
事
件
が
委
託
さ
れ
る
先
と
し
て
は
、
①
犯
罪
が
行
わ
れ
た
領
域
国
、
又
は
②
被
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
た
国

と
さ
れ
て
い
た
が
、
後
に
二
○
○
四
年
に
規
則
は
更
に
改
正
さ
れ
、
③
管
轄
権
を
有
し
事
件
を
受
け
入
れ
る
意
思
と
十
分
な
用
意
が
あ

る
い
ず
れ
か
の
国
へ
の
委
託
も
許
容
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
委
託
先
は
国
の
国
内
裁
判
所
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
外
国
人

裁
判
官
の
参
加
や
一
部
国
際
的
な
制
度
が
関
与
し
て
い
る
な
ど
国
際
的
な
要
素
を
含
む
制
度
で
あ
っ
て
も
、
委
託
可
能
性
が
否
定
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
に
は
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
一
部
の
法
廷
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
の
国
内
裁
判
所
と
は
少
々

（
１
）
手
続
証
拠
規
則
の
改
正
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規
則
一
一
の
一
一
「
他
の
裁
判
所
へ
の
起
訴
の
委
託
」
（
宛
鳥
目
＆
・
開
ｓ
二
己
】
○
日
・
貝
（
・
言
・
弓
①
【
ｎ
．
目
）

．
Ａ
）
裁
判
所
長
は
、
起
訴
状
が
確
認
さ
れ
た
後
で
公
判
が
開
始
前
は
、
被
告
人
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
否
か

に
関
わ
ら
ず
、
第
一
審
裁
判
部
か
ら
選
出
さ
れ
た
三
名
の
常
任
裁
判
官
か
ら
な
る
裁
判
官
団
（
以
下
「
委
託
裁
判
官
団
」
と
呼
ぶ
。
）

を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
託
裁
判
官
団
は
、
次
に
該
当
す
る
国
家
当
局
に
事
件
が
委
託
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
の
み
を
独
占
的

に
決
定
し
、
国
家
当
局
は
、
直
ち
に
裁
判
す
る
の
に
適
当
な
国
内
裁
判
所
に
事
件
を
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ｉ
）
犯
罪
が
行
わ
れ
た
領
域
国
、
又
は
、

（
Ⅱ
）
被
告
人
が
逮
捕
さ
れ
た
領
域
国
、
又
は
、

（
逝
）
管
轄
権
を
有
し
、
当
該
事
件
を
受
け
入
れ
る
意
思
と
十
分
な
用
意
が
あ
る
国
。

（
且
委
託
裁
判
官
団
は
、
検
察
官
に
対
し
て
、
ま
た
可
能
な
場
合
は
被
告
人
に
対
し
て
も
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
た
後
に
、
被

告
人
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
、
か
つ
死
刑
が
科
さ
れ
な
い
又
は
執
行
さ
れ
な
い
と
確
信
し
た
後
に
、
職
権
に
よ
り
又
は
検
察
官
の
要

異
な
る
裁
判
官
構
成
や
手
続
が
取
ら
れ
る
法
廷
も
排
除
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
事
件
委
託
の
制
度
の
利
用
を
見
る
な
ら
ば
、

委
託
さ
れ
た
事
件
の
大
半
は
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
が
委
託
先
で
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
組
織
的
改
変
も
行
っ
て
い
る
。
諸
国
へ
の
事
件
委
託
の
手
続
の
円
滑
化
並
び
に
適
正
手
続
と
人
権
保
障
の
確
保
を
目
的

と
し
て
、
一
一
○
○
五
年
一
一
月
、
「
委
託
裁
判
官
団
（
宛
の
苛
目
巴
国
８
ｓ
）
」
を
設
置
す
る
た
め
の
規
則
改
正
が
行
わ
れ
た
。
「
委
託
裁
判
官

団
（
【
の
符
圓
臣
の
二
ｓ
）
」
と
は
、
’
一
一
名
の
常
任
裁
判
官
か
ら
な
る
パ
ネ
ル
で
あ
り
、
国
家
へ
の
事
件
委
託
の
是
非
を
判
断
す
る
任
務
に

あ
る
。
委
託
裁
判
官
団
は
、
規
則
こ
の
一
一
（
Ｂ
）
に
基
づ
き
、
検
察
官
の
要
請
に
よ
り
又
は
職
権
に
よ
り
事
件
委
託
を
命
令
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
被
告
人
又
は
検
察
官
は
委
託
裁
判
官
団
の
決
定
を
不
服
と
し
て
上
訴
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
・

規
則
こ
の
一
一
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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日ユーゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託
請
に
よ
り
委
託
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
Ｃ
）
委
託
裁
判
官
団
は
、
（
Ａ
）
項
に
従
っ
て
事
件
を
委
託
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
際
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
決
議
一
五
三
四

（
一
一
○
○
四
）
に
従
い
、
問
わ
れ
る
罪
の
重
大
性
と
被
告
人
の
責
任
の
程
度
を
勘
案
す
る
。

（
Ｄ
）
本
規
則
に
従
っ
て
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
ｉ
）
被
告
人
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
関
係
国
の
当
局
に
移
送
き
れ
る
。

（
ｈ
）
委
託
裁
判
官
団
は
、
特
定
の
証
人
又
は
被
害
者
の
た
め
の
保
護
措
置
が
継
続
す
る
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
》
、
）
検
察
官
は
、
自
ら
が
適
当
と
考
え
る
事
件
の
す
べ
て
の
関
連
情
報
、
特
に
起
訴
を
裏
付
け
る
資
料
を
関
係
国
の
当
局
に
提
供

（
Ｄ
）
本
規
、

（
ｉ
）
被
岸

（
ｈ
）
委
三

（
通
）
検
壷

す
る
。

（
Ｆ
）
委
託
裁
判
官
団
は
、
本
規
則
に
従
っ
て
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
後
で
被
告
人
が
国
内
裁
判
所
に
よ
り
有
罪
又
は
無
罪
を
宣
告
さ

れ
る
前
な
ら
ば
、
検
察
官
の
要
請
に
よ
り
、
か
つ
関
係
国
の
当
局
に
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
た
上
で
い
つ
で
も
当
該
命
令
を

撤
回
し
、
規
則
一
○
の
規
定
の
範
囲
内
で
事
件
移
送
の
正
式
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
Ｇ
）
委
託
裁
判
官
団
は
、
本
規
則
に
従
っ
て
発
せ
ら
れ
た
命
令
を
撤
回
し
た
場
合
は
、
関
係
国
に
対
し
被
告
人
を
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
所
在

地
に
移
送
す
る
こ
と
を
求
め
る
正
式
な
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
当
該
国
は
、
規
程
第
二
九
条
を
遵
守
す
る
形
で
遅
滞
な
く
こ
の

要
請
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
託
裁
判
官
団
又
は
－
の
裁
判
官
は
ま
た
、
被
告
人
の
逮
捕
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

百
）
委
託
裁
判
官
団
は
、
本
規
則
の
下
で
第
一
審
裁
判
部
に
認
め
ら
れ
た
権
限
を
有
し
、
か
つ
適
用
可
能
な
限
り
第
一
審
裁
判
部
の

た
め
に
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
Ｅ
）
委
託
裁
判
官
団
は
、
被
告
‐

を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
・
Ⅳ
）
検
察
官
は
、
自
ら
に
代
わ
っ
て
国
内
裁
判
所
の
手
続
を
監
視
す
る
傍
聴
人
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〕
）
委
託
裁
判
官
団
は
、
被
告
人
の
逮
捕
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
逮
捕
状
は
被
告
人
が
裁
判
の
た
め
に
移
送
さ
れ
る
国
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ま
た
、
規
則
こ
の
一
一
（
Ａ
）
に
基
づ
き
、
委
託
さ
れ
う
る
事
件
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
起
訴
さ
れ
つ
つ
も
未
だ
公
判
が
開
始
し
て
い
な
い

事
件
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
予
審
裁
判
部
で
係
属
中
の
事
件
は
公
判
前
で
あ
る
と
し
て
国
家
へ
の
事
件
委
託
の
対
象
と
さ
れ
う
る
。

最
も
重
要
な
条
件
は
、
委
託
対
象
の
事
件
の
性
質
で
あ
る
。
安
保
理
決
議
一
五
三
四
（
一
一
○
○
四
）
を
受
け
て
規
則
一
一
の
一
一
（
Ｃ
）

が
改
正
さ
れ
、
事
件
委
託
の
可
能
性
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
委
託
裁
判
官
団
は
容
疑
の
犯
罪
の
重
大
性
（
四
皀
冒
・
【
号
の
＆
白
の
）

と
被
疑
者
の
責
任
の
程
度
（
］
の
ぐ
①
］
・
可
・
の
己
・
皀
巨
ご
）
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
最
も
重
大
な
犯
罪
や
高
官

が
関
る
事
件
の
裁
判
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
専
念
し
、
そ
れ
以
外
の
裁
判
は
国
内
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
重
大
な
国
際
法
上
の
犯
罪
の
み
を
対
象
と
す
る
事
項
的
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
普
通
犯
罪
は
起
訴
対

象
外
で
あ
る
。
し
か
し
、
閉
廷
計
画
を
遵
守
す
る
た
め
に
は
事
件
委
託
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
え
て
重
大
な
国
際
法
上
の
犯
罪

国
に
は
、
事
処

さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
事
件
委
託
の
諸
条
件

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
起
訴
さ
れ
な
が
ら
も
国
内
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
事
件
は
、
幾
つ
か
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
こ
こ
で

規
則
こ
の
一
一
及
び
安
保
理
決
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
事
件
委
託
の
諸
条
件
を
検
討
す
る
。

ま
ず
手
続
上
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
件
委
託
は
委
託
裁
判
官
団
の
職
権
に
よ
り
、
又
は
検
察
官
の
要
請

に
よ
り
行
わ
れ
る
。
被
告
人
や
関
係
国
に
事
件
委
託
を
正
式
に
要
請
す
る
権
限
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
被
告
人
や

国
に
は
、
事
件
委
託
の
是
非
の
み
な
ら
ず
、
委
託
先
の
国
の
選
択
に
つ
い
て
も
決
定
権
は
な
く
、
委
託
裁
判
官
団
が
専
断
す
る
も
の
と

（
１
）
事
件
の
委
託
是
非
に
関
す
る
委
託
裁
判
官
団
の
決
定
に
対
す
る
被
告
人
又
は
検
察
官
に
よ
る
抗
告
は
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ

る
。
抗
告
の
通
知
は
、
当
該
決
定
の
日
か
ら
一
五
日
以
内
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
決
定
が
下
さ
れ
た
時
に
被
告
人
が

欠
席
し
又
は
代
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
被
告
人
が
当
該
決
定
を
通
告
さ
れ
た
日
か
ら
期
限
は
経
過
す
る
。
」

、
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旧ユーゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託
の
中
で
も
そ
の
重
大
性
で
区
別
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
被
疑
者
の
責
任
程
度
を
判
断
す
る
上
で
は
、
当
該
被
告
人
の
軍
事
階
級
及
び
犯

（
ｍ
）

行
に
お
け
る
実
際
の
役
割
の
両
方
が
勘
案
さ
れ
る
。
□
①
］
庁
事
件
に
お
い
て
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
へ
の
事
件
委
託
を
許
可
し

（
皿
）

な
い
決
定
が
下
さ
れ
た
よ
う
に
、
委
託
が
提
案
さ
れ
て
も
事
件
の
重
要
性
に
鑑
み
委
託
が
認
め
ら
れ
な
い
場
ヘ
ロ
も
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は

責
任
程
度
に
お
い
て
最
上
級
（
曰
・
…
③
已
日
）
の
者
の
裁
判
の
み
を
行
い
、
中
級
（
三
①
自
己
亘
の
）
な
い
し
下
級
（
一
・
三
の
Ｒ
）
の
者
の
裁

判
を
国
内
裁
判
所
に
任
せ
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
委
託
先
の
国
に
お
け
る
事
件
の
取
扱
態
様
に
関
す
る
条
件
も
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
へ
の
委
託
は
、
当
該
国
に

お
い
て
被
疑
者
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
う
る
こ
と
、
及
び
死
刑
が
適
用
ざ
れ
執
行
さ
れ
な
い
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
る
。
一
般
的
な
公
正

（
犯
）

な
裁
判
の
基
準
と
し
て
、
委
託
裁
判
官
団
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
二
一
条
及
び
自
由
権
規
約
第
一
四
条
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
条
件

と
し
て
規
則
に
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
委
託
先
の
国
家
が
被
告
人
の
犯
罪
行
為
を
犯
罪
と
し
て
訴
追
し
う
る
だ
け
で
は
な
く
適
切

（
羽
）

な
刑
を
与
砦
え
う
る
に
適
確
な
司
法
構
造
を
持
つ
こ
と
を
委
託
裁
判
官
団
は
求
め
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
委
託
裁
判
官
団
は
、
職
権
に
よ
り
又
は
検
察
官
の
要
請
に
よ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
い
て
起
訴
済
み
で
あ
る
が
公
判

前
の
事
件
を
国
の
当
局
に
委
託
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
の
当
該
事
件
処
理
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
判
断
の
際
に
は
、
犯
罪
の
重

大
性
及
び
被
疑
者
の
責
任
レ
ベ
ル
に
加
え
て
、
委
託
候
補
先
の
国
が
国
際
人
権
基
準
と
適
正
手
続
を
遵
守
し
う
る
か
否
か
を
考
慮
す
る

の
で
あ
る
。

二
○
○
四
年
の
安
保
理
決
議
一
五
一
一
一
四
の
要
請
に
基
づ
き
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
裁
判
所
長
及
び
検
察
官
は
、
閉
廷
計
画
の
実
施
の
進
展
状

況
を
安
保
理
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
閉
廷
作
業
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
報
告
書
（
以
下
、
閉
廷
計
画
実
施
経
過
報
告
書
）
は

三
閉
廷
計
画
の
進
展
状
況
の
検
証
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１
二
○
○
四
年
の
捜
査
終
了

閉
廷
計
画
で
は
二
○
○
四
年
の
時
点
で
全
て
の
捜
査
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
閉
廷
計
画
の
期
日
を
遵
守
す
る
た

め
、
検
察
局
は
二
○
○
四
年
ま
で
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
起
訴
す
る
か
起
訴
を
断
念
し
て
捜
査
を
打
ち
切
る
か
の
判
断
を
迫
ら
れ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
設
立
初
期
の
取
扱
事
件
を
見
る
な
ら
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
重
大
な
指
導
者
に
限
定
し
て
訴
追
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
の
点
、
閉
廷
計
画
が
承
認
さ
れ
た
後
の
検
察
官
は
前
任
者
に
は
な
か
っ
た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
受
け
た
と
え
い
る
。
よ
り
重

大
な
事
件
や
大
物
を
訴
追
対
象
に
限
定
し
、
取
扱
事
件
数
も
限
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

二
○
○
四
年
の
年
末
に
最
後
の
起
訴
状
を
提
出
し
た
後
に
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
検
察
の
手
元
に
は
起
訴
ま
で
こ
ぎ
つ
け
な
か
っ
た
多
く
の

事
件
と
そ
れ
ら
事
件
の
証
拠
資
料
等
が
残
っ
た
。
こ
れ
ら
を
放
置
す
る
こ
と
を
良
し
と
せ
ず
、
検
察
局
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
起
訴
す
る
に
至

ら
な
か
っ
た
事
件
の
情
報
や
証
拠
を
関
係
国
の
国
内
当
局
に
提
供
し
、
各
国
の
国
内
裁
判
所
で
事
件
を
訴
追
す
る
道
を
残
し
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
検
察
局
が
捜
査
を
終
了
さ
せ
た
二
○
○
四
年
の
時
点
で
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

に
非
協
力
的
な
国
も
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
国
が
公
正
か
つ
中
立
に
適
正
手
続
と
人
権
を
遵
守
す
る
形
で
訴
追
及
び
裁
判
を
行
い
う
る
か
、

憂
慮
さ
れ
て
い
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
喚
起
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
る
捜
査
終
了
は
、
不
処
罰
の
許
容
と
も

捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
。
閉
廷
計
画
が
定
め
ら
れ
た
後
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
諸
国
に
お
け
る
司
法
制
度
の
整
備
と

拡
充
に
向
け
た
支
援
に
前
に
も
増
し
て
積
極
的
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
危
倶
を
現
実
の
も
の
と
し
な
い
た
め
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
検
察
局
は
、
現
地
検
察
官
と
密
接
に
連
絡
を
と
り
、
情
報
提
供
し
た
事
件
が
国
内
裁
判
所
に
お
い

二
○
○
四
年
五
月
か
ら
六
ヵ
月
毎
に
安
保
理
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
報
告
書
を
素
材
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
計

画
の
進
行
状
況
を
紹
介
し
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
特
に
国
家
へ
の
事
件
委
託
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
紹
介
し
た
上

で
、
次
章
で
法
的
論
点
の
議
論
に
入
る
。
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２
１
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
け
る
事
件
処
理

閉
廷
計
画
で
は
、
二
○
○
四
年
ま
で
に
捜
査
は
終
了
さ
れ
、
捜
査
に
基
づ
き
起
訴
さ
れ
た
事
件
は
、
二
○
○
八
年
の
年
末
ま
で
に
第

一
審
裁
判
部
段
階
で
の
処
理
を
終
了
さ
せ
、
二
○
一
○
年
に
上
訴
を
含
め
た
す
べ
て
の
事
件
処
理
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
裁
判
終
了
期
限
を
守
る
た
め
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
事
件
処
理
の
速
度
を
速
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

（
妬
）

二
○
○
八
年
五
月
の
段
階
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
は
一
一
一
名
の
被
告
人
の
裁
判
が
終
了
し
て
い
る
。
同
月
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
安
保
理
に
提

出
さ
れ
た
閉
廷
計
画
実
施
経
過
報
告
書
で
は
、
当
初
予
定
の
閉
廷
期
限
よ
り
遅
れ
、
す
べ
て
の
事
件
の
上
訴
が
二
○
一
一
年
に
終
了
す

（
妬
）

る
見
込
み
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
時
点
で
既
に
当
初
の
計
画
通
り
に
二
○
一
○
年
に
す
べ
て
の
事
件
処
理
を
終

了
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

二
○
○
八
年
五
月
に
本
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
時
点
で
は
起
訴
さ
れ
た
一
六
一
名
の
被
疑
者
中
四
名
が
逃
亡
中
と
報
告
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
の
カ
ラ
ジ
ッ
チ
氏
の
逮
捕
に
よ
り
未
拘
束
者
は
減
っ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
り
起
訴
き
れ
た
被
告
人
で
未
だ
身
柄
が
確
保
さ

れ
て
い
な
い
の
は
、
ム
ラ
ジ
ッ
チ
、
国
己
号
の
一
一
名
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
こ
れ
ら
犯
罪
者
が
逮
捕
ざ
れ
裁
判
に
か
け
ら
れ
な
い（
幻
）

か
ぎ
り
、
正
義
と
平
和
と
和
解
を
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
に
も
た
ら
す
と
い
う
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
主
要
な
目
的
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
と

述
べ
、
こ
れ
ら
の
被
告
人
の
事
件
に
つ
い
て
最
後
ま
で
成
し
遂
げ
る
必
要
性
と
意
力
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
ム
ラ
ジ
ッ
チ
氏
を
含
む
残
り
の
三
名
の
裁
判
に
つ
い
て
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
実
施
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お

り
、
計
画
期
限
の
厳
守
よ
り
も
こ
れ
ら
重
大
犯
罪
の
被
疑
者
の
裁
判
を
優
先
す
る
態
度
に
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
裁
判
所
長
は
、
閉
廷
計
画
実
施
経
過
報
告
書
の
中
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
国
際
裁
判
機
関
と
し
て
適
正
手
続
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

て
起
訴
が
か
な
う
よ
う
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
司
法
当
局
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
所
蔵
文
書
及
び
デ
ー
タ
ー

（
型
）

ベ
ー
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
、
各
国
の
司
法
当
局
が
効
果
的
に
裁
判
を
行
』
え
る
よ
う
情
報
の
提
供
を
進
め
て
い
る
。
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事
件
委
託
制
度
を
導
入
す
る
た
め
の
規
則
改
正
後
、
二
一
一
件
の
事
件
委
託
が
提
案
さ
れ
、
一
一
一
一
件
中
一
五
名
の
被
告
人
が
関
係
す
る

（
羽
）

九
件
の
委
託
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
委
託
が
承
認
さ
れ
た
事
件
の
内
一
○
名
の
被
告
人
は
委
託
裁
判
官
団
の
決
定
を
不
服
と
し
て
上
訴

裁
判
部
に
抗
告
し
た
が
、
そ
の
中
で
唯
一
、
上
訴
裁
判
部
に
よ
っ
て
被
告
人
の
不
服
申
立
が
認
め
ら
れ
て
事
件
委
託
の
決
定
が
覆
さ
れ

タ
ジ
ッ
チ
事
件
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
設
立
初
期
に
は
高
官
で
は
な
い
者
の
訴
追
も
行
っ
て
い
た
が
、
閉
廷
計
画
の
採

択
以
降
は
そ
れ
ら
高
官
で
は
な
い
者
達
の
事
件
を
国
内
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
被
疑
者
の
中
に
は
既
に

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
身
柄
確
保
し
予
審
段
階
に
手
続
を
進
め
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
手
続
の
継
続
に
あ
た
り
再
検
討
を
迫
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

（
犯
）

適
正
手
続
や
公
正
な
裁
判
の
国
際
的
基
準
を
犠
牲
と
す
る
形
で
閉
廷
へ
の
政
治
的
圧
力
に
屈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
苦
一
一
一
一
□
則
０
述
べ
て

い
つ
Ｃ
Ｏ

も
ち
ろ
ん
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
も
安
保
理
の
決
定
を
無
視
す
る
意
図
は
な
く
、
閉
廷
に
向
け
た
努
力
を
行
っ
て
い
る
。
検
察
は
、
起
訴
事
実
に

お
い
て
も
簡
潔
化
を
図
る
よ
う
求
め
ら
れ
、
裁
判
の
迅
速
化
の
た
め
に
訴
追
す
る
容
疑
数
を
制
限
す
る
な
ど
起
訴
の
修
正
も
行
わ
れ

た
。
他
に
も
例
え
ば
検
察
は
喚
問
す
る
証
人
人
数
の
削
減
を
試
み
て
お
り
、
想
定
さ
れ
て
い
た
裁
判
時
間
の
三
分
の
一
に
短
縮
し
た
事

（
羽
）

件
例
ｊ
も
あ
る
。
ま
た
、
事
件
処
理
迅
速
化
の
案
と
し
て
、
検
察
局
は
、
先
行
す
る
事
件
に
お
い
て
一
度
認
定
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
は
、

（
釦
）

（
皿
）

事
件
が
異
な
る
と
し
て
ｊ
Ｄ
再
度
立
証
の
手
間
を
省
く
こ
と
や
、
重
要
証
一
一
一
一
口
以
外
は
文
書
に
よ
る
証
人
の
証
一
一
一
一
口
を
許
容
す
る
こ
と
な
ど
、

迅
速
化
の
た
め
の
さ
ら
な
る
改
善
案
を
提
起
し
て
い
る
。
検
察
局
の
み
な
ら
ず
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
全
体
と
し
て
も
裁
判
及
び
上
訴
の
迅
速
化
に

（
犯
）

関
す
る
作
業
部
会
を
設
置
し
て
期
限
遵
守
の
方
法
を
模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
国
家
へ
の
事
件
委
託

（
１
）
事
件
委
託
件
数
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（
２
）
委
託
先
の
国
に
お
け
る
事
件
処
理

ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
裁
判
所
の
戦
争
犯
罪
部
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
件
の
内
二
件
を
完
了
し
、
四
件
の
裁

判
を
続
行
中
で
あ
る
（
一
一
○
○
八
年
五
月
現
在
）
。
最
初
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
め
国
二
三
・
事
件
に
つ
い
て
は
、

二
○
○
七
年
一
一
一
月
一
一
八
日
に
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
裁
判
所
が
強
姦
及
び
拷
問
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
に
対
し
て
一
一
○
年

の
刑
を
宣
告
し
た
が
、
同
人
は
同
年
五
月
一
一
五
日
に
脱
獄
し
、
未
だ
逃
亡
中
で
あ
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
の
国
具
三
・
本
人
及
び

（
弱
）

脱
獄
常
助
者
が
未
だ
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
憂
慮
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
り
一
示
さ
れ
て
い
る
。

ク
ロ
ァ
チ
ァ
当
局
に
委
託
さ
れ
た
一
一
名
の
被
告
人
の
事
件
は
二
○
○
七
年
六
月
一
八
日
に
審
理
が
開
始
さ
れ
、
裁
判
が
継
続
中
で
あ

る
。
セ
ル
ビ
ァ
に
委
託
さ
れ
た
き
ご
ｇ
ｏ
言
事
件
で
は
、
被
告
人
の
精
神
衛
生
状
態
が
刑
事
訴
追
を
許
さ
な
い
と
の
決
定
が
一
一
○
○
七

年
一
二
月
五
日
に
下
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
処
理
に
関
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
（
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
、
◎
垣
昌
呂
○
二

。
【
の
①
○
三
Ｑ
目
□
の
。
。
Ｃ
囚
呂
・
自
白
団
員
・
ロ
①
）
の
報
告
書
や
人
権
団
体
の
報
告
書
を
参
考
と
し
て
検
討
し
た
結
果
、
適
正
手
続
に
関
す
る

（
妬
）

国
際
規
範
を
遵
守
し
て
実
施
さ
れ
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
二
○
○
四
年
の
段
階
で
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
諸
国
の
裁

判
所
の
い
ず
れ
も
、
国
際
人
権
と
公
正
な
裁
判
の
基
準
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
確
信
で
き
る
形
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
起
訴
さ

（
訂
）

れ
た
被
告
人
を
裁
判
す
る
立
場
に
な
い
と
酷
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
現
在
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
事
件
の
委
託
が
可

能
と
さ
れ
る
状
態
に
至
っ
た
点
で
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
諸
国
の
司
法
制
度
は
飛
躍
的
に
進
歩
し
た
と
評
価
で
き
る
。

た
の
が
二
三
巨
再
の
事
件
で
あ
る
。
な
お
、
同
被
告
人
と
の
関
連
性
か
ら
、
被
告
人
が
抗
告
し
な
か
っ
た
の
『
①
量
の
巨
言
事
件
も

事
件
委
託
の
決
定
が
覆
さ
れ
た
。
二
○
○
八
年
五
月
現
在
、
’
○
名
の
被
告
人
が
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
裁
判
所
の
戦
争
犯

罪
部
に
、
二
名
が
ク
ロ
ア
チ
ァ
当
局
に
、
一
名
が
セ
ル
ビ
ア
に
、
各
々
の
国
の
国
内
裁
判
所
で
裁
判
を
行
う
た
め
既
に
身
柄
が
移
送
さ

（
鍵
）

れ
て
い
る
。
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Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
検
察
局
は
、
委
託
後
の
各
国
国
内
裁
判
所
に
よ
る
事
件
処
理
に
つ
い
て
も
監
視
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は

Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
か
ら
の
協
力
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
及
び
セ
ル
ビ
ア
に
あ
る
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ

の
事
務
所
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
検
察
局
に
対
し
て
毎
月
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
同
報
告
書
は
、
検
察
官
が
委
託
裁
判
官
団
に
対
し

（
犯
）

て
提
出
す
る
各
事
件
の
進
展
状
況
報
上
口
書
を
作
成
す
る
上
で
参
考
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
は
事
件
委
託
の
先
例
が
増
え
る
中
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
で
は
二
○
○
八
年
五
月
現
在
で
諸
国
へ
の
事
件
委
託
が
二

件
、
及
び
委
託
是
非
が
審
議
中
の
も
の
が
五
件
と
、
比
較
的
少
な
い
。
事
件
委
託
が
決
定
さ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
委
託
が
認
め

（
羽
）

ら
れ
た
一
一
○
○
七
年
一
一
月
一
一
一
一
日
の
Ｆ
目
局
口
己
口
○
冒
宮
白
白
事
件
と
、
三
国
・
§
］
四
四
三
目
】
の
②
ご
禺
四
事
件
の
一
一
件
だ
け
で
あ
る
。
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
比
べ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
に
よ
る
事
件
委
託
数
が
少
な
い
の
は
、
団
信
閨
、
目
四
事
件
の
委
託
失
敗
が
尾
を
引
い
て
い
る
と
も
い
わ
れ

る
。
本
件
を
国
家
に
委
託
す
る
努
力
は
二
○
○
六
年
二
月
一
五
日
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
検
察
が
ノ
ル
ウ
ェ
ー
へ
の
事
件
委
託
を
要

（
㈹
）
，

請
し
た
と
き
、
第
一
審
裁
判
部
と
上
訴
裁
判
部
は
そ
の
要
請
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
集
団
殺
害
犯
罪
と

そ
の
他
戦
争
犯
罪
を
法
典
化
し
て
い
な
い
た
め
国
際
法
上
の
犯
罪
と
し
て
訴
追
し
処
罰
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
た
め

で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
の
上
訴
裁
判
部
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
へ
の
事
件
委
託
を
認
め
な
い
決
定
が
今
後
の
閉
廷
計
画
の
遂
行
に
支
障
を
き
た

（
虹
）

す
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
と
し
て
訴
追
し
え
な
い
国
内
裁
判
所
へ
の
委
託
を
否
｛
正
し
た
の
で
あ
る
。
本

件
は
、
一
一
○
○
七
年
四
月
一
三
日
に
オ
ラ
ン
ダ
ヘ
の
事
件
委
託
が
一
度
は
容
認
き
れ
た
が
、
後
に
委
託
が
取
消
き
れ
た
。
こ
の
先
例
に

基
づ
き
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
は
事
件
委
託
先
の
国
家
が
集
団
殺
害
犯
罪
や
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
い
っ
た
国
際
法
上
の
犯
罪
を
国
内
法
で
も
犯

（
蛆
）

罪
と
定
め
て
い
る
国
家
に
限
｛
正
し
て
事
件
委
託
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

４
残
さ
れ
た
課
題

（
１
）
職
員
の
離
脱
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（
２
）
各
国
の
司
法
当
局
の
能
力
向
上
へ
の
支
援

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
地
域
の
国
内
司
法
制
度
の
能
力
構
築
に
貢
献
す
る
こ
と
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
計
画
の
本
質
的
な
一
部
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
取
り
扱
う
事
件
の
種
類
と
事
件
数
が
限
定
さ
れ
る
中
、
犯
罪
処
罰
の
徹
底
を
図
る
上
で
は
、
国
家
に
よ
る

管
轄
権
の
行
使
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
犯
罪
と
の
連
結
が
強
い
紛
争
地
域
国
は
、
犯
罪
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
国

と
し
て
積
極
的
に
裁
判
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
国
の
国
内
裁
判
所
の
管
轄
権
に
対
す
る
期
待
が
高
ま

る
一
方
で
、
こ
れ
ら
紛
争
地
域
国
に
よ
る
管
轄
権
の
行
使
が
国
際
法
の
求
め
る
基
準
に
達
す
る
か
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
立
自
体
が
国
内
裁
判
所
の
機
能
不
全
が
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
諸
国
に
は

速
や
か
に
適
切
な
司
法
制
度
を
構
築
し
、
公
正
か
つ
中
立
な
態
様
で
、
人
権
と
適
正
手
続
を
遵
守
す
る
形
で
捜
査
し
訴
追
し
裁
判
し
処

罰
す
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
実
効
的
か
つ
公
正
な
管
轄
権
行
使
を
可
能
と
す
る
国
内
制
度
の
拡
充
の
た

め
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
諸
国
に
支
援
を
行
う
よ
う
安
保
理
決
議
一
五
○
一
一
一
は
他
の
諸
国
に
も
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
自
体
も
各
種
の
支
援
を
行
っ
て
き
た
。
ポ
ス
ー
ー
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
司
法
制
度
へ
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
影
響
力
が

一
一
○
○
二
年
を
境
と
し
て
飛
躍
的
に
増
加
し
た
の
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
閉
廷
計
画
の
圧
力
を
受
け
て
、
同
国
に
お
け
る
司
法
制
度
の
再
構

（
“
）

築
に
大
き
な
関
、
心
を
抱
き
始
め
た
か
ら
だ
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
紛
争
地
域
国
の
司
法
制
度
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
事
件
委
託
を
許
容
し
始
め

る
ほ
ど
に
回
復
し
て
き
て
は
い
る
が
、
ま
だ
改
善
す
べ
き
点
は
多
い
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
適
切
な
拘
置
施
設
と
そ
れ
ら
施
設
に
お
け

実
務
的
問
題
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
計
画
の
遂
行
に
支
障
を
き
た
し
始
め
て
い
る
の
が
、
職
員
の
退
職
の
増
加

で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
が
決
定
事
項
で
あ
り
閉
廷
期
限
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
経
験
豊
か
な
職
員
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
を
去
り
、
よ
り
安
定

的
な
他
の
機
関
に
転
職
す
る
動
き
が
加
速
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
安
保
理
及
び
加
盟
国
に
対
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
業
務
終
了
ま
で
優
秀

（
⑬
）

な
職
員
を
保
持
で
き
る
よ
う
追
加
的
な
支
援
を
要
求
し
て
い
る
。
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（
妬
）

る
被
疑
者
の
適
切
な
処
遇
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
警
察
及
び
拘
置
所
職
員
に
適
正
手
続
と
人
権
基
準
を
教
育
し
、

国
際
的
な
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
最
優
先
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
国
内
に
お
け
る
制
度
構
築
と
整
備
の
支
援
の
み
な
ら

ず
、
情
報
提
供
の
面
で
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
協
力
的
姿
勢
を
強
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
○
○
七
年
七
月
に
規
則
七
五
が
改
正
さ
れ
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
保
管
す
る
機
密
文
書
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
司
法
当
局
等
に
許
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
当
該
改
正
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
地
域
の
国
内
裁
判
所
の
間
の
司
法
協
力
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
を
受
け

（
妬
）

て
、
国
内
裁
判
所
か
ら
大
量
の
申
請
が
提
山
山
さ
れ
て
い
る
。

紛
争
地
域
の
各
国
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
理
念
を
引
き
継
い
で
裁
判
を
実
施
し
て
い
く
上
で
、
紛
争
地
域
の
諸
国
間
で
の
国
家
協
力
の
面
で

課
題
が
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
捜
査
及
び
訴
追
へ
の
協
力
に
加
え
、
こ
れ
ら
紛
争
地
域
の
諸
国
間
で
引
渡
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は

既
存
の
法
律
の
改
正
を
要
す
る
国
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）
－
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
経
験
・
知
識
の
伝
授

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
い
っ
た
将
来
の
裁
判
に
資
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
裁
判
官
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
が
戦
争

犯
罪
事
件
の
処
理
過
程
で
面
し
た
課
題
等
を
情
報
化
し
て
後
続
の
者
達
に
伝
授
す
る
方
法
を
模
索
し
て
い
る
。
具
体
的
な
方
法
と
し
て

（
仰
）

は
、
各
種
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
成
果
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
い
っ
た
活
動
を
継
続
し
て
い
く
国
際
機
関

に
お
け
る
裁
判
に
、
ま
た
、
各
国
の
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
上
の
犯
罪
の
処
罰
に
お
い
て
参
考
と
さ
れ
る
部
分
は
大
き
い
で
あ

ろ
う
。
実
務
家
に
限
ら
ず
、
学
者
も
国
際
人
道
法
及
び
国
際
刑
事
法
の
発
展
に
寄
与
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
先
例
を
消
失
さ
せ
る
こ
と
な
く

注
目
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
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１
国
家
に
事
件
委
託
す
る
権
限

事
件
委
託
の
制
度
の
活
用
は
閉
廷
計
画
の
遂
行
上
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
設
立
当
初
に
想
定
き
れ
て
い
た
制
度
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
を
設
立
し
た
安
保
理
決
議
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
も
同
制
度
を
定
め
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
事
件
委
託
の

制
度
導
入
の
法
的
な
正
当
性
が
問
題
と
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
で
発
生
し
た
重
大
な
国
際
法
上
の
犯
罪
の
す
べ
て
を
訴
追
し
審
理
す
る
こ
と
は
規

本
章
で
は
、
事
件
委
託
の
制
度
が
提
起
す
る
管
轄
権
に
関
す
る
法
的
問
題
点
を
取
り
上
げ
検
討
す
る
。
前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

事
件
委
託
の
制
度
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
起
訴
し
た
事
件
の
処
理
を
管
轄
権
を
有
す
る
国
の
当
局
に
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
。
管
轄
権
を
有

す
る
国
と
し
て
は
、
犯
罪
と
の
連
結
（
ロ
①
目
の
）
が
強
い
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
紛
争
地
域
の
諸
国
が
最
も
有
力
と
考
え
る
な
ら
ば
、

事
件
委
託
の
制
度
の
導
入
は
、
紛
争
地
域
の
諸
国
が
平
和
と
安
定
を
取
り
戻
し
秩
序
回
復
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
国
の
司
法
当
局
へ
の

信
頼
性
が
高
ま
っ
た
所
以
と
も
言
え
、
望
ま
し
く
も
感
じ
る
。
し
か
し
、
一
度
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
の
裁
判
が
妥
当
と
判
断
し
て
起
訴
し
た

事
件
を
国
内
裁
判
所
に
委
託
す
る
と
い
う
こ
と
の
一
貫
性
の
欠
如
は
甚
だ
し
い
。
安
定
性
と
一
貫
性
が
求
め
ら
れ
る
司
法
制
度
に
お
い

て
、
起
訴
後
に
法
廷
地
を
変
更
す
る
こ
と
が
単
な
る
方
針
の
転
換
と
し
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
疑
問
も
残
る
。
ま
た
、
委
託
後
は
適
用

（
蛆
）

法
規
等
の
問
題
は
委
託
先
の
国
家
が
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
手
続
上
も
一
貫
性
が
保
ち
う
る
か
危
慎
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
法

廷
地
選
択
の
権
利
は
被
告
人
に
は
な
い
と
は
い
え
、
法
廷
地
や
言
語
並
び
に
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
と
い
っ
た
適
用
法
規
な
ど
環
境
が

大
き
く
変
更
す
る
こ
と
は
、
弁
護
の
準
備
上
で
も
被
告
人
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
家
へ
の
事
件

の
委
託
は
多
く
の
法
的
及
び
実
務
的
問
題
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
特
に
本
章
で
は
管
轄
権
間
の
理
論
的
問
題
に
着
目
す
る
。

四
事
件
委
託
に
関
る
管
轄
権
の
問
題
の
考
察
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事
件
委
託
制
度
の
合
法
性
に
対
す
る
疑
念
は
、
委
託
裁
判
官
に
よ
る
事
件
委
託
の
決
定
を
不
服
と
し
て
抗
告
し
た
被
告
人
か
ら
も
提

起
さ
れ
て
い
る
。
の
［
冒
云
・
ａ
Ｃ
事
件
に
お
い
て
被
告
人
は
安
保
理
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
の
改
正
が
な
い
以
上
、
事
件
委
託
の
制
度
を

（
印
）

導
入
す
る
法
的
な
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
上
訴
裁
判
部
は
、
こ
の
主
張
を
認
め
ず
、
国
家
管
轄
権
に
事

件
を
委
託
す
る
黙
示
的
権
限
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
九
条
に
よ
り
認
め
ら
れ
、
安
保
理
決
議
一
五
○
三
及
び
一
五
一
一
一
四
が
当
該
黙
示
的
権

（
皿
）

限
を
支
持
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
九
条
に
基
づ
き
国
内
裁
判
所
に
対
し
て
優
越
す
る
裁
判
管
轄
権
を
有

（
記
）

す
る
が
、
こ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
唯
一
の
管
轄
権
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
説
明
し
、
競
△
口
す
る
管
轄
権
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
根
拠
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
。

確
か
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
九
条
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
の
優
越
性
を
定
め
つ
つ
、
競
合
す
る
国
家
管
轄
権
の
存
在
を
否
定
し
て
は
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
優
越
的
な
管
轄
権
の
行
使
を
控
え
て
競
合
す
る
管
轄
権
の
存
在
を
認
め
て
事
件
を
委
託
す
る
こ
と

（
記
）

は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
九
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
閉
廷
期
限
を
守
る
上
で
必
要
な
措
置
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

程
起
草
者
か
ら
も
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
設
立
理
由
の
一
つ
が
属
地
的
管
轄
権
を
有
す
る
紛
争

地
域
国
で
の
裁
判
に
期
待
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
既
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
起
訴
し
た
事
件
を
国
家

に
委
託
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
合
法
性
に
つ
い
て
議
論
の
余
地
を
残
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
閉
廷
計
画
を
承
認
し
た
安
保
理
決
議
が
、
閉
廷
期
限
を
示
し
て

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
よ
り
重
大
な
事
件
に
専
念
す
る
こ
と
を
要
請
し
つ
つ
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
の
改
正
を
行
わ
な
か
っ
た
点
に
由
来
す
る
。
Ｉ

〈
蛆
）

Ｃ
Ｔ
Ｙ
自
身
も
安
保
理
に
よ
る
規
程
改
正
を
要
す
る
と
の
見
解
を
一
示
し
て
い
た
が
、
結
局
規
程
は
改
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

は
自
ら
手
続
証
拠
規
則
を
改
正
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
け
る
取
扱
事
件
を
重
大
な
犯
罪
と
重
大
な
責
任
を
有
す
る
者
が
関
る
事
件
に
限
定

す
る
と
と
も
に
事
件
委
託
の
制
度
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
法
改
正
が
適
正
な
手
続
を
踏
ん
で
い
な
い
と
批
判
さ
れ
る
可
能
性
が
残
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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２
事
件
委
託
と
引
渡

次
に
事
件
委
託
と
引
渡
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
国
家
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
へ
の
被
疑
者
の
身
柄
移
送
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の

「
引
渡
（
①
自
己
三
・
口
）
」
と
は
異
な
る
と
一
般
的
に
解
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
国
家
当
局
へ
の
起
訴
の
委
託
に
伴
う

被
告
人
の
身
柄
移
送
も
、
引
渡
に
該
当
し
な
い
と
判
定
さ
れ
て
い
る
。
引
渡
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
国
際
法
又
は
国
内
法
や
引
渡

あ
る
。

委
託
裁
判
官
団
は
安
保
理
決
議
を
基
礎
と
し
て
、
権
限
あ
る
国
家
管
轄
権
で
の
裁
判
の
た
め
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
委
託
し
う
る
か
否
か
、

（
弱
）

そ
の
場
〈
ロ
に
は
い
ず
れ
の
管
轄
権
に
移
送
さ
れ
る
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
と
し
て
、
自
ら
の
権
限
の
正
当
性
と
専
属
性
を
強
調

し
て
い
る
。
委
託
是
非
は
安
保
理
決
議
又
は
規
則
が
定
め
る
条
件
に
従
う
限
り
、
委
託
裁
判
官
団
の
完
全
な
裁
量
の
範
囲
内
と
さ
れ
て

（
町
）

い
る
。
個
別
国
家
が
委
託
手
続
に
追
加
的
な
条
件
を
付
し
た
り
、
委
託
を
行
箔
７
１
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

一
般
的
に
法
制
度
は
そ
の
制
度
及
び
手
続
が
明
確
性
と
予
測
可
能
性
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

安
保
理
決
議
一
五
○
｜
一
一
及
び
一
五
一
一
一
四
の
み
を
根
拠
と
し
て
規
則
一
一
の
一
一
を
改
正
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
裁
判
制
度
と
し
て
具
備
し
な
け

（
別
）

れ
ば
な
ら
な
い
こ
れ
ら
の
点
を
十
分
に
勘
案
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
声
が
あ
が
る
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。

ま
た
、
事
件
委
託
の
制
度
導
入
は
、
規
則
六
（
Ｄ
）
と
の
抵
触
が
疑
わ
れ
て
も
い
る
。
規
則
六
（
Ｄ
）
は
規
則
の
改
正
の
効
力
に
関

す
る
定
め
で
あ
り
、
係
争
中
の
被
告
人
又
は
有
罪
又
は
無
罪
宣
告
さ
れ
た
者
の
権
利
に
予
断
を
与
え
る
形
で
改
正
が
作
用
し
な
い
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
同
規
則
が
事
件
委
託
の
制
度
導
入
を
図
っ
た
規
則
改
正
の
効
力
に
関
係
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
し
か

し
上
訴
裁
判
部
は
、
改
正
前
の
規
則
こ
の
二
が
被
告
人
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
っ
て
の
み
裁
判
き
れ
る
権
利
又
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
他
の
裁

（
弱
）

判
所
に
移
送
さ
れ
な
い
権
利
を
創
設
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
、
規
則
六
（
Ｄ
）
で
改
正
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
被
笙
ロ
人
の
権
利

の
存
在
を
否
定
し
た
。
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事
件
委
託
の
審
理
に
お
い
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
へ
の
被
告
人
の
身
柄
移
送
を
自
国
が
決
定
し
た
の
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お

け
る
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
強
調
し
、
委
託
裁
判
官
団
が
事
件
を
委
託
す
る
権
限
を
有
し
、
か
つ
事
件
の
委
託
手
続
が
引

渡
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
理
解
す
る
が
、
事
件
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
裁
判
所
に
対
し
て
優
越
的
な
管
轄
権
を
持
た
な
い
国
内
裁
判
所
で
裁

（
㈹
）

判
さ
れ
る
結
果
を
実
際
に
は
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
引
渡
に
関
す
る
法
が
適
用
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
裁
判
所
が
条
件
付
け
た
よ
う
に
、
被
告
人
の
移
送
に
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
事
前
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
の
解
釈
を
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
は
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
主
張
に
同
調
し
て
被
告
人
も
、
事
件
委
託
の
決
定
が
委
託
裁
判
官
団
の
裁
量
の

〈
田
）

範
囑
に
あ
る
と
し
て
も
、
委
託
裁
判
官
団
は
国
内
裁
判
所
の
決
定
を
出
し
抜
く
よ
う
な
裁
皀
軍
の
行
使
は
禁
じ
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。

こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、
委
託
裁
判
官
団
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
裁
判
所
が
付
与
し
た
条
件
は
「
特
定
性
の
原
則
」
と
解
さ
れ
る

が
、
国
内
裁
判
所
に
対
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
優
越
性
と
諸
国
の
協
力
義
務
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
引
渡
に
関
す
る
通
常
の

（
皿
）

諸
原
則
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
反
駁
し
た
。
委
託
裁
判
官
団
は
、
委
託
に
伴
う
被
告
人
の
身
柄
移
送
は
引
渡
と
は
異
な
る

問
題
を
複
雑
化
し
た
。

の
被
要
請
国
の
意
思
に
基
づ
き
引
渡
に
課
さ
れ
る
諸
条
件
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
関
る
限
り
で
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
が
問
題
と
さ
れ
た

の
が
、
三
一
目
巨
宮
事
件
で
あ
る
。
以
下
で
三
］
目
白
寡
事
件
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

二
］
目
巨
寡
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
っ
て
一
九
九
八
年
に
起
訴
さ
れ
、
一
一
○
○
五
年
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
い
て
逮
捕
さ
れ
た
。
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
第
二
九
条
に
基
づ
く
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
の
移
送
要
請
に
応
じ
、
二
○
○
六
年
一
月
一
○
日
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
裁
判
所
は
被
告

人
を
移
送
す
る
決
定
を
下
し
た
。
問
題
は
、
本
決
定
に
お
い
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
裁
判
所
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
事
前
の
許
可
な
く
移
送

（
記
）

要
請
が
行
わ
れ
た
犯
罪
以
外
の
罪
で
起
訴
又
は
裁
判
さ
れ
る
た
め
に
他
へ
送
還
す
る
こ
と
を
錘
示
じ
る
と
述
べ
た
点
に
あ
る
。
ま
た
、
本

決
定
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
同
時
に
セ
ル
ビ
ア
か
ら
の
引
渡
要
請
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
裁
判
所
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に

（
田
）

お
け
る
裁
判
の
終
了
を
条
件
と
し
て
喜
一
目
巨
寡
の
セ
ル
ビ
ァ
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
ヘ
の
引
渡
を
許
可
す
る
と
も
盲
一
一
一
一
一
口
し
て
い
た
点
が
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た
め
、
特
定
性
の
原
則
や
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
と
い
っ
た
、
引
渡
に
関
す
る
諸
条
約
上
又
は
国
内
法
上
の
条
件
を
国
家
が
課
す
こ
と

（
閉
）

は
で
き
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
規
則
一
一
の
二
の
手
続
は
安
保
理
決
議
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
条
約
な
い
し
国
内

法
上
の
い
ず
れ
の
国
の
引
渡
条
件
に
も
優
先
す
る
と
述
べ
た
。

こ
の
結
果
、
被
告
人
の
身
柄
移
送
を
受
け
た
後
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
起
訴
の
修
正
を
行
う
こ
と
も
許
容
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
同
様

に
、
事
件
の
委
託
を
受
け
た
国
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
事
項
的
管
轄
権
に
属
す
る
他
の
犯
罪
の
容
疑
を
追
加
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
厳
格
な
解

（
“
）

釈
も
、
委
託
裁
判
官
は
そ
の
正
当
性
を
疑
問
視
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
起
訴
事
実
の
拡
大
に
対
し
て
寛
容
な
姿
勢
を
一
示
し

た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
に
属
さ
な
い
犯
罪
容
疑
を
追
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
厳
格
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
事
件
委

託
制
度
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
事
項
的
管
轄
権
内
の
犯
罪
を
適
切
な
国
内
裁
判
所
の
裁
判
に
付
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
、
事
件
委
託

（髄）（髄）
き
れ
た
国
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
事
項
的
管
轄
権
内
の
犯
罪
に
つ
い
て
被
告
人
を
裁
く
こ
と
に
専
念
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

委
託
を
受
け
た
国
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
外
の
犯
罪
の
容
疑
で
事
件
を
処
理
し
た
場
合
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
り
委
託
が
撤
回
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
、
事
件
委
託
さ
れ
た
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
内
の
犯
罪
に
つ
い

て
被
告
人
の
手
続
を
進
め
る
上
で
は
、
例
え
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
一
一
○
○
一
年
の
起
訴
事
実
と
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が

付
し
た
条
件
は
適
用
さ
れ
な
い
。
し
か
し
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
外
の
犯
罪
に
関
す
る
手
続
の
開
始
を
意
図
し
た
場
合
に
は
、
平
等
な
主
権

国
家
と
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
そ
の
権
限
内
で
付
し
た
条
件
が
有
効
な
限
り
で
、
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
は
事
前
に
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
と
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
事
件
委
託
制
度
の
範
糯
か
否
か
で
引
渡
に
関
す
る
諸
条
件
の

適
用
有
無
が
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
委
託
裁
判
官
団
は
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
へ
の
委
託
を
決
定
し
、
同
国
に
お
け
る
裁
判
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

同
意
は
必
要
な
い
と
判
断
し
た
。
本
件
は
、
事
件
委
託
先
の
候
補
国
が
複
数
あ
る
場
合
の
委
託
先
の
選
択
基
準
の
問
題
や
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

で
裁
判
さ
れ
る
と
信
用
し
て
被
疑
者
の
身
柄
を
引
き
渡
し
た
国
へ
の
対
応
の
問
題
な
ど
、
数
々
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
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３
委
託
さ
れ
る
事
件
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
逮
捕
状

次
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
り
通
常
の
国
家
間
の
場
合
に
存
在
し
う
る
障
壁
が
回
避
さ
れ
う
る
事
柄
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
の
逮
捕
状
の
効
力
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
た
い
。
国
に
委
託
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
事
件
に
つ
い
て
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
逮
捕
状
を
発

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
裁
判
が
委
託
先
の
国
の
国
内
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
と
は
い
え
、
被
告
人
の
身
柄
確
保
に
あ

～

た
り
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
権
威
を
働
か
せ
る
一
」
と
が
で
き
る
。
被
告
人
が
領
域
内
に
存
在
す
る
国
は
、
た
と
え
委
託
先
の
国
と
の
間
に
犯
罪
人

引
渡
条
約
や
司
法
共
助
が
欠
如
し
て
い
た
と
し
て
も
、
事
件
委
託
先
が
明
記
さ
れ
た
当
該
逮
捕
状
に
応
じ
な
け
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
へ
の

協
力
義
務
違
反
を
問
わ
れ
、
ひ
い
て
は
安
保
理
か
ら
非
難
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
特
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
諸

国
間
で
は
被
疑
者
の
引
渡
を
容
易
に
行
え
る
よ
う
な
協
力
関
係
の
維
持
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
中
間
者
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
国
家
間
の
軋
礫
を
回
避
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
他
の
通
常
の
引
渡
に
伴
う
様
々
な
障
害
を
回
避
し

う
る
点
で
裁
判
の
実
施
を
促
進
す
る
利
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
よ
う
に
国
際
的
な
刑
事
裁
判
所
で
起
訴
し
た
後
に
事
件
を

国
家
当
局
に
委
託
す
る
制
度
が
、
将
来
他
の
国
際
刑
事
裁
判
機
関
で
も
応
用
を
求
め
る
立
法
案
が
国
際
刑
事
法
の
実
務
家
や
学
者
か
ら

そ
の
後
、
喜
一
目
巨
寡
被
告
は
委
託
決
定
を
不
服
と
し
て
抗
告
し
、
上
訴
裁
判
部
は
被
告
の
主
張
を
一
部
認
め
て
委
託
を
認
め
な

い
決
定
を
下
し
た
。
上
訴
裁
判
部
は
、
被
告
人
が
上
官
か
ら
の
命
令
に
従
っ
た
と
の
事
実
が
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
安
保
理
が

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
の
事
件
処
理
を
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
「
最
も
上
官
の
指
導
者
」
に
同
人
が
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
本
件
は
委
託
に
適
さ

な
い
ほ
ど
重
大
で
あ
る
と
判
断
し
、
被
告
人
の
犯
罪
へ
の
参
加
程
度
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
し
て
第
一
審
裁
判
部
の
委
託

（
師
）

裁
判
官
団
の
決
定
を
覆
し
た
の
で
あ
る
。
言
］
熊
）
Ｐ
ロ
底
ひ
事
件
の
委
託
が
否
定
さ
れ
た
の
を
受
け
、
委
託
裁
判
官
団
は
既
に
許
可
し
て

い
た
の
局
旦
①
巨
属
事
件
の
委
託
も
取
り
消
し
、
密
接
に
関
連
す
る
両
被
疑
者
と
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
て
訴
追
続
行
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
の
で
あ
っ
た
。
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４
－
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
国
家
の
競
合
管
轄
権
間
の
関
係

本
節
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
国
家
の
管
轄
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
複
数
の
国
の
管
轄
権
が
競
合
す
る
中
で
ど
の
よ
う
に

事
件
の
委
託
先
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
の
源
泉
に
関
す
る
理
念
的
な
問
題
が
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
の
本
質
は
、
国
家
か
ら
の
管
轄
権
が

譲
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
よ
る
事
件
の
委
託
は
、
国
家
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
委
譲
さ
れ
た
管
轄
権
を
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
返

還
す
る
制
度
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
事
件
委
託
は
管
轄
権
の
譲
渡
で
は
な
い
と
委
託
裁
判
官
団
は
明
言
し
て
い
る
。

事
件
を
委
託
さ
れ
た
国
の
国
内
裁
判
所
は
、
同
国
の
裁
判
管
轄
権
を
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
委
譲
き
れ
た
管

（
的
）

轄
権
を
行
使
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
」
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
事
件
を
委
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
優
越
的
管
轄
権
の
行
使
を
放
棄

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
事
件
の
委
託
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
管
轄
権
を
奪
う
も
の
で
も
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
委
託
先
の
国
家
管
轄
権
に
つ
い
て
見
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
ど
の
管
轄
権
を
有
す
る
国
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
の
委
託
を
受
け
入
れ
る

の
に
相
応
し
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
起
訴
し
た
事
件
を
委
託
す
る
先
は
、
①
犯
罪
行
為
地
国
、
②
逮
捕
国
、

又
は
⑨
事
件
を
受
け
入
れ
る
意
思
が
あ
り
十
分
な
用
意
が
あ
る
国
、
と
規
則
こ
の
一
一
は
定
め
て
い
る
。
初
期
の
規
則
改
正
に
お
い
て

委
託
先
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
の
が
前
者
の
犯
罪
行
為
地
国
と
逮
捕
国
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
属
地
的
管
轄
権
と
普
遍
的
管
轄

権
を
重
視
し
た
証
拠
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
後
に
規
則
が
再
度
改
正
さ
れ
て
③
の
国
が
追
加
さ
れ
た
の
は
、
事
件
委
託
可
能
な
国

を
増
加
し
委
託
の
可
能
性
を
伸
ば
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
被
告
人
や
被
害
者
の
国
籍
と
い
っ
た
事
件
と
の
連
結

（
二
①
旨
の
）
を
明
示
的
に
条
件
と
挙
げ
て
い
な
い
点
で
、
こ
れ
も
ま
た
国
家
に
よ
る
普
遍
的
管
轄
権
の
行
使
を
許
容
す
る
も
の
と
解
す

提
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

〈
わ
）

ラ
●
こ
と
が
で
き
る
。
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最
後
に
、
以
上
で
紹
介
し
た
管
轄
権
を
選
択
す
る
上
で
の
諸
条
件
を
検
討
し
判
断
を
下
す
の
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
あ
る
こ
と
に
再
度
注
意

を
促
し
た
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
は
委
託
裁
判
官
団
に
判
断
の
権
限
が
あ
り
、
検
察
官
が
挙
げ
た
委
託
候
補
国
に
限
ら
ず
、
委
託
先
を
そ
の

次
に
、
上
記
①
か
ら
③
の
条
件
を
満
た
す
国
が
複
数
存
在
す
る
場
合
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
見
る
。
複
数
の
国
の
管
轄
権
が
競
合
す

る
中
で
、
事
件
の
委
託
先
の
決
定
に
お
い
て
国
家
管
轄
権
の
優
越
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
続
証
拠
規
則
で
委
託
先
と
し
て
列

挙
さ
れ
た
順
は
①
か
ら
③
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
点
、
委
託
裁
判
官
団
は
、
列
挙
順
が
優
先
順
位
な
ど
い
か
な
る
上
下
関
係
も
示

（
Ⅶ
）

す
も
の
で
は
な
い
と
一
一
一
一
口
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
則
で
の
列
挙
順
は
優
先
順
位
を
一
示
す
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に

事
件
委
託
の
例
を
見
る
な
ら
ば
、
犯
罪
発
生
地
の
領
域
国
に
委
託
さ
れ
て
い
る
事
件
が
多
い
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
巨
寡
事
件
で
は
、

二
言
Ｆ
巨
寡
と
、
Ｒ
①
亘
①
巨
寡
の
両
人
と
も
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
が
公
正
な
裁
判
を
行
い
う
る
能
力
に
疑
問
を
投
げ
か
け

て
、
セ
ル
ビ
ァ
及
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
も
本
件
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
一
一
一
一
口
及
し
つ
つ
も
、
二
言
巨
寡
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

（
犯
）

（
刀
）

で
審
理
継
続
す
べ
き
と
主
張
し
、
、
局
二
＆
①
巨
宜
○
被
告
は
、
セ
ル
ビ
ァ
ヘ
の
委
託
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
検
察
は
、
被
害
者
に
可
能
な
限
り
近
い
と
こ
ろ
で
正
義
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
可
能
な
か
ぎ
り
事
件
は
犯
罪
が

（
河
）

発
生
し
た
領
域
国
の
当
局
に
委
託
さ
れ
る
べ
き
と
の
見
解
を
一
示
し
て
い
る
。
検
察
官
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
委
託
裁
判
官
団
は
規
則
一

一
の
二
に
そ
の
よ
う
な
定
め
は
な
い
が
、
適
切
な
委
託
先
を
決
定
す
る
上
で
の
追
加
的
な
裁
量
要
素
の
一
つ
と
し
て
勘
案
さ
れ
う
る
と

し
て
、
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
被
害
者
と
の
近
接
性
は
絶
対
的
な
条
件
で
は
な
い
が
、
委
託
裁
判
官
団
が
裁
量
を

行
使
す
る
上
で
の
一
つ
の
勘
案
材
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
セ
ル
ビ
ァ
は
、
三
］
目
巨
再
に
対
す
る
別
の
事
件
が
自
国
内
に
お
い
て
手
続
進
行
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
自
国
を
委
託
先
と

す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
委
託
裁
判
官
団
は
、
単
に
同
じ
被
告
人
に
対
す
る
手
続
が
存
在
す
る
と
い
う
点
が
委
託

先
を
決
定
づ
け
る
こ
と
は
な
く
、
本
件
は
セ
ル
ビ
ァ
よ
り
も
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
の
連
結
（
ロ
①
百
ｍ
）
が
よ
り
強
固
で
あ

（
市
）

る
と
比
較
判
断
し
た
。
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（
拓
）

裁
量
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
裁
判
官
団
が
管
轄
権
調
整
の
判
断
権
限
を
ｊ
Ｄ
っ
て
行
動
す
る
制
度
が
構
築
さ
れ
た
の

で
あ
る
・
国
家
間
の
関
係
に
お
い
て
は
、
条
約
と
い
っ
た
別
段
の
約
束
が
な
い
限
り
、
被
疑
者
の
身
柄
を
拘
束
し
て
い
る
国
に
は
引
渡

を
行
う
か
否
か
及
び
い
ず
れ
の
国
に
引
渡
す
か
裁
量
が
あ
る
。
し
か
し
事
件
委
託
制
度
の
下
で
は
、
例
え
被
告
人
の
身
柄
を
拘
束
し
て

い
る
国
で
あ
っ
て
も
委
託
先
の
決
定
を
行
う
権
限
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
検
察
は
、
事
件
が
人
権
規
範
と
適
正
手
続
基
準
を
完
全
に
遵
守
す
る
形
で
処
理
き
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
規

則
こ
の
一
一
に
よ
り
移
送
命
令
の
撤
回
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
公
正
な
裁
判
の
実
施
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
に
与
え
ら
れ
た
権
限
で
あ
り
、
こ
の
点
、
国
家
当
局
に
よ
る
事
件
処
理
を
監
視
す
る
役
割
を
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
許
容
し
た
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
・
こ
の
よ
う
な
権
限
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
国
家
管
轄
権
に
対
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
の
優
越
性
を
示
す

と
と
も
に
、
公
正
な
裁
判
と
い
っ
た
管
轄
権
の
適
切
な
行
使
態
様
を
確
保
す
る
重
要
性
に
対
す
る
認
識
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
現
し
て

（
両
）

い
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
公
正
な
管
轄
権
行
使
の
確
保
の
重
視
し
」
そ
の
た
め
の
制
度
整
備
が
行
わ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

次
に
検
討
す
る
。

５
各
国
に
お
け
る
公
正
な
裁
判
等
を
確
保
す
る
た
め
の
１
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
監
視
機
能

国
家
の
公
正
な
管
轄
権
行
使
を
促
す
こ
と
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
発
生
し
た
犯
罪
す
べ
て
を
処
理
で
き
ぬ
以
上
、
不
処
罰
を
避
け
犯
罪
の

処
罰
の
徹
底
を
行
う
上
で
重
要
で
あ
る
。
管
轄
権
の
行
使
を
促
す
の
み
な
ら
ず
、
各
国
の
当
局
が
進
め
る
手
続
に
お
い
て
適
正
手
続
及

び
公
正
な
裁
判
並
び
に
人
権
保
障
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
国
際
社
会
の
利
益
に
合
致
す
る
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
理
念
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
事
件
委
託
の
制
度
が
導
入
す
る
以
前
か
ら
紛
争
地
域
の
諸
国
の
警
察
及
び
司
法
当
局
を
支
援

す
る
活
動
を
行
っ
て
き
て
い
た
。
各
種
の
セ
ミ
ナ
ー
や
実
務
家
の
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
、
地
域
の
司
法
機
能
を
強
化
す
る
援
助
を
行
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
こ
れ
ま
で
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
国
内
裁
判
所
を
改
善
す
る
た
め
に
行
っ
て
き
た
セ
ミ
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果
た
し
た
の
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
直
接
的
に
紛
争
地
域
の
刑
事
手
続
に
関
与
す
る
役
割
も
果
た
し
て
き
た
。
適
正
手
続
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
一
九
九
六
年
か
ら
一
一
○
○
四
年
に
か
け
て
「
三
］
①
の
。
、
ｓ
①
肉
・
＆
」
と
称
さ
れ
る
審
査
制
度
に
よ
っ
て
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ

（
わ
）

エ
ゴ
ピ
ナ
国
内
で
の
適
正
手
続
の
確
保
に
貢
献
し
て
き
た
。
当
該
制
度
は
、
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
エ
ゴ
ビ
ナ
に
お
い
て
違
法
逮
捕
を
停

止
し
て
偏
見
に
基
づ
く
逮
捕
や
訴
追
を
抑
止
し
、
同
国
国
内
に
お
い
て
移
動
の
自
由
を
促
進
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
検
察

局
は
合
計
四
九
八
五
名
の
容
疑
者
が
関
わ
る
一
四
一
九
件
を
検
証
し
、
そ
の
う
ち
八
四
八
名
の
戦
争
犯
罪
容
疑
で
の
逮
捕
を
許
可
し

（
帥
）

た
。
こ
の
国
際
審
査
制
度
を
通
じ
て
、
国
家
当
局
に
よ
る
適
正
手
続
及
び
人
権
保
障
の
遵
守
を
監
視
す
る
役
割
を
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
検
察
局
が

法
曹
を
対
象
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
や
訓
練
と
い
っ
た
間
接
的
な
支
援
と
は
別
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
各
国
に
よ
る
管
轄
権
行
使
に
お
い
て
適

正
手
続
や
公
正
な
裁
判
及
び
人
権
保
障
の
確
保
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
Ｙ
に
各
国
の
管
轄
権
行
使
を
監
視
す
る
権
限
は
認
め
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
、
監
視
を
行
っ
た
結
果
、
国
家
当
局
に
よ
り
不
適
切
な
処

理
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
が
判
明
し
た
場
合
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
何
ら
か
の
対
応
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
例

え
ば
、
国
が
事
件
を
速
や
か
に
訴
追
し
な
い
場
合
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
事
件
を
取
り
上
げ
る
可
能
性
が
規
則
上
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
監
視
機
能
が
許
容
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
う
る
。
た
だ
し
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
監
視
機
能
は
組
織
の
能
力
の
限
界
も
あ
り
、
実
効
的

に
働
く
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
国
内
手
続
の
一
部
を
担
う
国
際
審
査
制
度
や
、
委
託
さ
れ
た

事
件
の
監
視
権
限
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
認
め
ら
れ
、
各
国
当
局
よ
り
上
位
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
に
さ
れ
て
き

て
い
る
。

ナ
ー
や
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
今
後
の
国
内
裁
判
所
に
良
い
影
響
を
残
す
た
め
に
ど
う
す
る
べ
き
か
、
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
協
力
を
得
て
検
討
中

（
泥
）

で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
検
討
し
た
事
件
委
託
の
制
度
導
入
に
伴
い
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
は
さ
ら
に
監
視
機
能
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
は
前
節
で
紹
介
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日ユーゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
は
、
委
託
さ
れ
た
事
件
が
適
切
な
態
様
で
扱
わ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
傍
聴
人
を
派
遣
す
る
こ

と
が
で
き
、
事
件
が
公
正
な
裁
判
に
て
処
理
き
れ
て
い
な
い
等
、
不
適
切
な
態
様
が
行
わ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
委
託
を

撤
回
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
委
託
し
た
事
件
に
対
す
る
国
家
の
管
轄
権
行
使
の
態
様

を
監
視
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
委
託
の
撤
回
権
限
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
あ
る
こ
と
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
管
轄
権
が
優
越

的
な
管
轄
権
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
｜
般
的
に
は
委
託
さ
れ
た
事
件
の
監
視
は
、
委
託
裁
判
官
団
の
命
令
に
よ
り

（
別
）

検
察
官
が
委
託
さ
れ
た
事
件
の
進
行
状
況
に
つ
い
て
記
し
た
報
告
書
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
閉
廷
計
画
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
、
現
時
点
に
お
け
る
進
行
状
況
を
検
討
し
た
。
二
○
○
八
年
末
ま
で
に
第

一
審
裁
判
部
で
の
裁
判
を
す
べ
て
終
了
し
、
一
一
○
一
○
年
ま
で
に
す
べ
て
の
業
務
を
完
了
す
る
と
い
う
閉
廷
期
限
の
遵
守
は
現
時
点
で

は
困
難
と
見
ら
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
も
自
ら
が
設
定
し
た
こ
れ
ら
期
限
を
守
る
べ
く
数
々
の
制
度
改
革
を
行
っ
て
い
る
が
、
手
続
や

組
織
の
度
重
な
る
改
変
が
改
善
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
検
証
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

閉
廷
期
限
の
遵
守
を
達
成
す
る
べ
く
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
審
理
す
る
事
件
数
を
減
少
さ
せ
る
方
策
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
が
、
事
件
委
託
の

制
度
で
あ
っ
た
。
国
内
裁
判
所
に
裁
判
の
実
施
を
委
ね
る
当
該
制
度
は
、
各
国
に
よ
る
管
轄
権
の
行
使
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
地
域
の
諸
国
に
お
い
て
適
正
な
態
様
で
裁
判
を
実
施
し
う
る
司
法
制
度
を
構
築
す
る
必
要
性
が
再
認
識
き
れ
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
社
会
の
支
援
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
事
件
委
託
制
度
の
下
で
は
、
起
訴
を
通
じ
て
一
度
は
そ

の
優
越
的
な
管
轄
権
を
行
使
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
、
公
判
開
始
前
の
事
件
で
犯
罪
及
び
被
告
人
の
責
任
の
重
大
性
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
で
の
裁
判

に
相
応
し
く
な
い
と
判
断
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
管
轄
権
の
行
使
を
放
棄
し
、
国
内
裁
判
所
で
の
裁
判
が
促
さ
れ
る
。
安
定
性
と
一
貫

お
わ
り
に

4７



性
が
求
め
ら
れ
る
司
法
制
度
に
お
い
て
当
該
制
度
の
積
極
的
活
用
を
目
標
と
す
る
こ
と
に
は
、
被
告
人
の
不
利
益
も
考
え
る
な
ら
ば
疑

問
が
残
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
通
常
の
裁
判
手
続
な
ら
ば
自
身
に
よ
る
犯
行
や
責
任
の
帰
属
を
否
定
す
る
立
場
に
あ
る
被
告
人
が
、
委

託
裁
判
官
団
に
よ
る
委
託
の
決
定
を
不
服
と
し
て
抗
告
し
た
際
、
国
内
裁
判
所
で
の
裁
判
を
忌
避
す
る
あ
ま
り
、
犯
罪
の
重
大
性
と
自

ら
の
責
任
程
度
の
高
さ
を
主
張
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
に
お
け
る
継
続
処
理
を
要
求
す
る
様
は
皮
肉
に
写
る
。

事
件
委
託
の
制
度
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
国
内
裁
判
所
と
の
競
合
す
る
管
轄
権
の
間
で
の
事
件
の
割
振
り
を
行
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
国
際
的
な
刑
事
裁
判
機
関
と
国
家
の
管
轄
権
が
競
合
す
る
場
合
の
一
般
的
な
管
轄
権
調
整
の
ル
ー
ル
の
形
成
に
影
響
を
与

え
る
か
興
味
を
引
く
。
こ
の
事
件
委
託
制
度
に
基
づ
き
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
国
家
と
の
間
で
の
事
件
の
配
分
が
犯
罪
の
重
大
性
と
被
告
人
の

責
任
の
重
大
性
を
基
準
と
し
て
行
う
姿
勢
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
委
託
要
請
を
行
う
権
限
を
有
す
る
検
察
は
、
手
続
証
拠

規
則
や
安
保
理
決
議
と
い
っ
た
事
件
委
託
制
度
に
関
連
す
る
文
書
に
そ
の
根
拠
は
な
い
が
、
被
疑
者
と
の
近
接
性
を
重
視
し
て
犯
罪
行

為
地
国
を
委
託
先
と
し
て
提
案
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
公
正
な
裁
判
や
死
刑
の
不
適
用
と
い
っ
た
、
国
家
に
よ
る
管
轄
権
行
使
の
態
様
に
お
い
て
一
定
の
条
件
を

充
足
す
る
こ
と
が
事
件
を
委
託
す
る
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
競
合
す
る
管
轄
権
間
の
調
整
に
お
い
て
国
内
手
続
の
態
様
を

勘
案
す
る
ル
ー
ル
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
事
件
委
託
後
の
国
内
裁
判
所
に
よ
る
管
轄
権
の
行

使
態
様
を
監
視
し
、
適
正
な
処
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
委
託
を
撤
回
し
て
再
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
管
轄
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
点
も
、
公
正
な
裁
判
や
適
正
手
続
及
び
人
権
保
障
が
確
保
さ
れ
な
い
手
続
処
理
は
非
難
の
対
象
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
先
行
手
続
と
し
て
の
効
果
が
国
際
法
上
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
証
拠
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
と
国
内
裁
判
所
と

の
垂
直
的
な
関
係
を
維
持
す
る
上
で
の
条
件
で
は
な
く
、
犯
罪
者
の
処
罰
を
徹
底
す
る
こ
と
に
加
え
て
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け

る
権
利
並
び
に
裁
判
の
基
本
的
な
資
質
と
し
て
の
公
平
性
や
適
正
手
続
を
国
際
社
会
が
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
本
稿
で
は
身
柄
移
送
に
関
わ
る
適
用
法
規
の
問
題
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
逮
捕
状
の
効
力
に
関
わ
る
問
題
も
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
問
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旧ユーゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託
題
に
限
ら
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
閉
廷
に
向
け
た
作
業
を
進
め
る
中
、
国
際
法
学
上
の
意
義
に
つ
い
て
再
評
価
を
下
す
作
業
が
多
く
の
実
務

｛

家
及
び
学
者
に
よ
っ
て
今
後
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
ｕ
）
守
員
》
冨
国
・
急
．

（
６
）
拙
稿
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
管
轄
権
行
使
と
国
家
の
同
意
に
つ
い
て
」
「
金
沢
法
学
」
第
四
二
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
一
二
月
）
、
八
～
一
一
頁
、
参
照
。

（
７
）
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
い
っ
た
国
際
的
な
刑
事
裁
判
機
関
の
管
轄
権
の
源
泉
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
管
轄
権
行
使
と
国
家
の
同
意
に
つ
い
て
」
『
金
沢
法

学
」
第
四
二
巻
第
一
号
（
一
九
九
二
年
一
二
月
）
、
参
照
。

（
８
）
、
①
①
》
七
属
目
①
切
己
三
目
目
【
。
【
］
］
シ
で
回
］
ロ
○
つ
○
（
ｏ
①
曰
Ｃ
Ｏ
Ｂ
［
一
○
宛
①
己
巨
ワ
一
一
ｏ
ｏ
ｍ
ｓ
①
ｎ
ｏ
ｐ
ｍ
ｏ
く
・
因
①
］
、
盲
目
］
）
』
巨
已
、
日
①
昌
」
」
田
ｇ
『
ｇ
Ｑ
ｐ
Ｃ
Ｃ
ロ
．

（
９
）
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
の
裁
判
に
お
い
て
被
告
人
か
ら
安
保
理
に
よ
る
裁
判
所
設
置
の
違
法
性
が
主
張
さ
れ
た
が
、
両
裁
判
所
と
も
被
告
人
の
抗
弁
を
却
下
し
た
。

、
の
ゆ
ず
Ｒ
の
百
日
ロ
ー
Ｐ
囿
昌
か
、
農
、
Ｃ
四
⑫
⑦
ｚ
○
・
ロ
ー
Ｃ
←
－
］
－
シ
宛
『
蝉
Ｏ
の
ｏ
一
国
目
目
Ｓ
①
Ｃ
①
符
己
８
三
○
回
目
ざ
旦
昌
①
１
ｏ
ｎ
員
。
ミ
ン
弓
８
一
目
］
胃
】
己
】
且
。
Ｐ
四
○
○
［
○
ヶ
の
『
］
＠
し
凹
・
目
二

四
一
⑫
Ｐ
【
目
百
冨
昔
ｎ
回
⑰
ｐ
Ｄ
Ｐ
ｍ
の
Ｚ
。
．
【
己
忍
－
，
①
Ｉ
］
い
Ｉ
曰
ｏ
ｎ
：
一
・
・
Ｃ
ご
旨
１
，
ｓ
。
［
一
・
Ｐ
一
ｍ
］
目
①
」
＠
曰
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
、
及
び
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
特
別
裁
判
所
の

設
立
形
態
の
合
法
性
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
、
８
二
一
（
シ
・
ｍ
Ｃ
ｇ
ｇ
Ｐ
目
ざ
（
ミ
ミ
⑮
ヨ
ミ
ご
目
｛
○
（
ミ
ヨ
白
目
〉
誉
冒
辱
『
鳶
、
ロ
コ
ョ
の
『
】
高
・
島
ご
旨
》
宛
二
》
§
目
目
旦
罵
ミ

ト
の
○
コ
、
（
の
四
日
ワ
ユ
。
、
①
ご
巳
く
①
扇
一
亘
。
⑰
⑫
ｍ
・
ｐ
Ｃ
Ｃ
⑦
）
・
ロ
ヮ
ー
ヨ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
・

（
、
）
、
①
①
．
←
浜
⑫
⑫
①
⑫
目
］
の
昌
目
□
刃
①
己
。
曰
。
ご
巳
、
の
田
目
、
一
．
己
。
◎
貰
勺
『
①
、
昼
①
貝
。
命
（
ラ
⑦
旨
［
①
『
目
【
一
○
邑
巳
ゴ
ー
盲
目
一
命
。
『
ｓ
①
司
○
自
己
①
『
●
百
ｍ
。
⑫
一
四
く
国
・
で
【
◎
ぐ
こ
①
□
［
○
ｓ
①
ｍ
①
。
且
Ｑ
Ｃ
ｏ
目
○
一
一

℃
日
⑫
巨
目
［
［
○
勺
回
国
、
国
已
ｏ
○
南
の
①
２
１
Ｑ
Ｄ
ｏ
目
。
一
一
肉
①
⑫
。
一
目
○
口
】
団
長
．
．
ｓ
①
『
①
鳥
貝
の
○
日
己
一
①
［
一
○
二
の
百
．
四
［
①
巴
シ
用
①
腸
日
①
昌
（
ご
畠
９
９
）
）
・
ｐ
ｚ
Ｃ
ｏ
ｎ
・
の
口
９
ｍ
一
目
・
冨
国
・
一
つ
．

（
１
）
『
貝
①
曰
昌
○
二
＆
曰
ゴ
ワ
目
昌
曽
『
ｓ
①
印
。
、
①
。
目
○
口
○
帛
勺
の
扇
○
二
⑫
肉
①
叩
で
。
易
巨
①
３
円
、
①
回
。
Ｅ
叩
く
－
．
－
畳
○
易
。
【
閂
昌
の
日
昌
。
ｇ
｝
西
目
】
目
冒
回
目
Ｆ
圏
「
ｎ
ｏ
曰
冒
昌
［
［
⑦
ニ
ヨ
ｓ
①
曰
可
『
１
［
ｏ
Ｑ

ｏ
ｍ
【
ず
①
詞
○
コ
己
①
『
巨
亘
、
○
碗
置
く
旨
、
旨
、
①
］
＠
℃
」
。

（
２
）
小
森
光
夫
「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
と
裁
判
過
程
の
複
合
化
」
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
ｚ
○
・
一
一
一
一
四
三
（
一
一
○
○
七
年
一
○
月
一
五
日
）
、
参
照
。

（
３
）
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
が
対
象
と
す
る
犯
罪
は
、
’
九
九
四
年
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
一
一
二
日
に
発
生
し
た
犯
罪
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
第
一
条
）
。

（
４
）
『
画
①
丙
巳
①
⑫
。
廃
帛
蔀
。
。
①
ロ
巨
忌
色
ｐ
Ｑ
ｍ
ぐ
区
①
ロ
●
の
．

（
５
）
、
の
Ｐ
昌
一
］
目
Ｆ
巨
画
か
目
口
の
『
の
□
＆
①
Ｐ
巨
置
（
Ｏ
農
Ｐ
の
四
⑫
①
Ｚ
○
・
自
目
Ｉ
ｃ
ｍ
Ｉ
Ｂ
へ
］
－
勺
円
ｏ
①
。
箇
○
二
○
二
宛
①
苛
目
巳
○
〔
、
農
①
己
巨
『
冒
目
［
８
両
ロ
一
①
］
］
豆
⑫
．
（
す
の
円
の
四
津
９
Ｆ
巨
嵐
か
、
閉
①
）
＠
Ｊ

シ
己
ユ
ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
ヨ
ロ
閂
四
・
一
○
ｍ
．
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（
妬
）
辱
員
》
目
日
切
・
い
台
・

（
〃
）
守
員
》
９
国
・
←
」
．

（
妬
）
守
員
》
百
国
・
日
．

（
卯
）
シ
ロ
囚
已
目
Ｑ
ｚ
○
国
Ｃ
Ｄ
閉
Ｐ
Ｃ
凹
め
①
ｚ
○
・
．
Ｉ
Ｃ
←
－
詞
Ｉ
甲
》
曰
□
①
ｎ
国
。
■
ず
『
宛
①
苛
司
、
］
［
○
ｓ
の
シ
巨
昌
○
コ
［
】
の
⑰
ｏ
ｍ
Ｓ
の
宛
①
冒
す
］
】
Ｏ
ｏ
ｍ
ｎ
『
８
冒
弔
》
冒
巴
目
［
［
。
”
巨
一
①
］
］
守
身
．
］
一
ｍ
８
‐

〔のロ】す①『口ＣＣＪＣ己煙『四・回＠．

（
皿
）
Ｃ
⑦
扉
の
園
ｐ
Ｃ
厨
①
ｚ
○
・
弓
－
つ
や
⑦
－
田
－
国
学
□
の
。
冨
目
。
ｐ
三
○
戸
一
．
□
ず
『
宛
①
諒
目
四
一
○
【
、
厨
の
己
冒
⑫
巨
目
（
８
両
ロ
］
①
］
】
守
身
》
し
】
口
］
］
８
ｓ
・

（
犯
）
、
①
Ｐ
Ｆ
巨
嵐
か
ｎ
ｍ
⑫
Ｐ
員
、
日
ロ
。
〔
①
（
Ｊ
）
・
宮
『
四
・
】
．
、
①
①
四
一
⑰
Ｐ
三
＆
鳥
】
ｏ
①
（
四
一
・
，
四
⑫
Ｐ
Ｃ
厨
の
ｚ
○
・
ｐ
Ｉ
Ｓ
－
ａ
－
『
戸
Ｃ
⑦
Ｃ
巨
○
二
目
勺
『
。
⑫
①
２
［
。
『
ガ
ニ
。
［
一
。
ご
ざ
局
宛
①
薇
『
且
。
【
、
閉
①

勺
巨
『
⑫
皀
口
員
Ｓ
丙
已
①
一
］
守
身
》
四
．
］
巳
豈
凹
Ｃ
Ｃ
Ｊ
・
己
四
国
。
①
⑭
．

（
銅
）
Ｐ
巨
底
か
、
厨
①
．
＆
貝
》
息
『
四
・
台
・
昌
旦
禺
一
。
①
（
＆
．
、
厨
Ｐ
Ｓ
（
具
・
ロ
胃
Ｐ
金
・

（
型
）
、
。
『
昌
一
①
［
一
目
、
（
国
【
①
巴
シ
閉
①
⑫
目
］
①
ロ
［
（
ご
皇
９
９
）
・
貝
亘
ロ
二
○
戸
①
（
一
つ
）
・
シ
ロ
ロ
①
〆
戸
冨
国
・
山
○
・

（
Ⅳ
）
閉
廷
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
各
機
関
が
行
っ
た
改
善
に
つ
い
て
は
、
ｍ
８
ｏ
・
目
昌
・
宛
目
ウ
田
ご
巳
目
［
ご
ｍ
［
言
閂
９
割
ぺ
目
已
冒
ｎ
．
曰
已
呂
・
ロ
、
目
〔
の
巴
汕

恩
ご
目
Ｓ
シ
Ｃ
宮
①
ぐ
①
シ
、
８
自
国
ｇ
ご
ざ
『
乏
胃
、
１
日
①
：
且
『
颪
同
国
す
目
農
園
」
・
ミ
ョ
ミ
ミ
｛
ミ
⑯
ョ
目
・
目
一
○
ゴ
ミ
目
ご
量
一
日
ぐ
。
一
・
四
（
夛
冒
『
：
Ｐ
ｇ
Ｊ
）

（
旧
）
臨
時
裁
判
官
（
ロ
ミ
蔦
ミ
］
且
、
①
）
は
、
二
七
名
の
候
補
者
名
簿
か
ら
選
任
さ
れ
て
い
る
。
臨
時
裁
判
官
は
国
連
総
会
に
よ
っ
て
四
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｙ
所
長
の
推
薦
に
よ
り
国
連
事
務
総
長
に
よ
り
任
命
さ
れ
て
事
件
審
理
の
任
を
務
め
る
。
再
選
可
能
で
あ
る
。

（
ｐ
）
閉
廷
期
限
遵
守
の
た
め
に
行
わ
れ
た
数
々
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
二
○
○
四
年
以
降
に
半
年
毎
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
が
安
保
理
に
提
出
す
る
閉
廷
経
過
作
業
の
報
告
書
に
記

（
肥
）
の
①
Ｐ
ｐ
ｚ
Ｃ
ｏ
ｐ
の
弓
宛
、
ご
ｇ
Ｂ
口
一
・

（
Ｅ
）
、
①
ｐ
ｍ
Ｃ
冨
冨
吻
・
の
⑦
Ｐ
二
三
一
首
ご
シ
・
の
。
富
冨
吻
・
農
亘
ロ
ロ
。
（
①
（
◎
）
》
□
・
台
・

（
週
）
の
８
０
口
『
巨
一
シ
・
三
目
Ｓ
ｍ
・
農
『
す
⑦
］
已
一
：
一
因
可
：
Ｃ
ｍ
ｓ
①
。
Ｃ
・
日
ロ
］
①
二
・
己
の
目
（
①
、
】
①
⑫
．
。
ご
Ｓ
①
シ
Ｑ
四
○
ｏ
旨
［
①
目
昌
・
昌
一
の
ゴ
ロ
目
巳
早
ご
目
鳥
ご
ユ
ミ
ミ
一
日
再
」
◎
ミ
ョ
ミ
ミ
』
。
肩
『
‐

再
貝
ご
富
ミ
ト
ロ
ヱ
）
ぐ
○
一
・
＠
℃
（
口
◎
＆
）
》
己
．
］
←
ロ
・
の
①
①
画
一
ｍ
Ｐ
Ｆ
臼
ご
ｏ
・
］
○
参
房
。
Ｐ
承
、
一
○
⑫
白
、
目
旨
〔
①
日
四
口
。
ご
巳
ロ
ユ
ロ
邑
己
四
一
曰
威
づ
こ
ご
巳
ご
弓
』
①
冨
巴
皀
庶
ニ
ヨ
ョ
、
百
一
の
日
昌
。
ご
昌
困
巨
目
目

四
ｍ
目
、
画
且
閂
鳥
目
ロ
団
胃
］
且
冒
巴
ヨ
ロ
目
三
．
シ
ミ
日
向
§
」
○
ミ
ョ
ミ
ミ
盲
、
ミ
ミ
ミ
ロ
ヘ
ト
ミ
ぐ
。
］
・
＠
℃
（
９
ｓ
）
・
己
」
、
函
・
安
保
理
で
閉
廷
計
画
が
承
認
さ
れ
る
ま
で
の
経

緯
に
つ
い
て
は
、
の
８
三
一
］
旨
ヨ
シ
・
の
。
冨
冨
、
自
信
日
二
・
一
①
（
＠
）
・
弓
・
さ
－
台
．
、
①
①
鳥
Ｐ
三
・
国
・
冨
己
①
Ｒ
震
Ｆ
閉
【
両
×
】
田
。
⑫
鳥
自
可
冒
鳥
ヨ
ョ
、
乏
閏
Ｃ
ユ
ョ
の
⑫
勺
８
⑫
①
、
目
○
口

可
○
日
ｓ
①
旨
［
の
目
昌
目
＆
曰
威
す
目
＆
［
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｂ
①
畳
の
ｎ
．
巨
冒
弓
の
ヨ
ミ
ヨ
ミ
ド
ロ
ニ
国
『
ミ
ヨ
ぐ
○
一
・
］
←
（
９
９
）
・
己
・
Ｊ
Ｃ
・

（
ｕ
）
ｚ
旨
ｓ
シ
目
目
一
宛
①
己
。
弓
○
帛
昏
＠
百
（
①
目
呂
○
息
一
団
一
ケ
目
四
一
ざ
『
ｓ
①
両
。
ｐ
己
①
『
Ｋ
百
ｍ
。
⑫
］
昌
一
Ｐ
［
量
Ｏ
Ｃ
Ｃ
・
」
ミ
ヨ
へ
ご
Ｐ
ｍ
ｎ
Ｃ
Ｓ
ｓ
ｍ
Ｊ
（
９
ｓ
）
・

（
囮
）
こ
れ
ら
期
限
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
か
ら
の
案
で
あ
る
。
、
①
①
．
ご
Ｚ
ｏ
ｏ
。
．
、
｛
９
ｓ
へ
Ｓ
厚

さ
れ
て
い
る
。
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旧ユーゴ国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）の閉廷計画と国家への事件委託
ヘ
ノ
｝

（
幻
）
ご
兵
．
富
国
・
上
・

（
蝿
）
三
＆
具
】
。
①
［
四
一
・
，
四
ｍ
①
．
、
凹
め
①
ｚ
○
・
弓
Ｉ
Ｓ
Ｉ
３
１
国
》
□
①
◎
薗
。
己
自
で
『
。
⑫
①
Ｃ
貝
。
『
啄
三
。
［
】
。
こ
さ
『
【
①
諒
口
国
」
○
ｍ
ｎ
口
⑫
①
勺
巨
『
、
巨
目
［
［
。
宛
巨
一
①
］
一
ｓ
目
．
ｇ
］
巨
一
量
９
ｓ
・
冨
国
ｍ
・
ａ
．

（
虹
）
因
色
、
閂
色
彊
目
、
閉
Ｐ
Ｃ
厨
①
ｚ
○
・
門
目
扇
１
９
ｓ
－
ｍ
。
Ｉ
ど
み
］
］
亘
、
．
○
①
ｎ
国
ｏ
ｐ
ｏ
ｐ
宛
巨
｝
の
］
」
亘
、
シ
弓
の
巳
・
ろ
シ
ロ
、
巳
⑫
［
口
つ
つ
９
冨
『
四
・
］
ぬ
．

（
蛆
）
の
８
虜
冒
①
曰
昌
◎
皀
巳
Ｆ
①
、
巳
Ｃ
⑰
ぐ
①
］
・
己
白
①
三
⑫
旨
宛
①
ぐ
】
９
弓
９
ｓ
：
．
』
ミ
⑮
『
ヨ
ミ
ご
ヨ
ミ
ト
ロ
ニ
鳥
「
ぐ
。
］
・
台
（
、
目
目
①
『
Ｐ
Ｓ
函
）
も
．
『
ｇ
・
人
道
に
対
す
る
犯
罪
や
戦
争
犯
罪
を
犯

罪
と
し
て
処
罰
す
る
国
内
法
を
制
定
し
た
国
虹
力
国
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

（
⑬
）
、
目
］
ｂ
一
①
【
一
○
口
、
百
四
［
⑦
巴
シ
、
、
①
、
⑫
白
①
貝
（
三
畠
口
Ｓ
ｍ
）
・
量
、
日
己
。
（
①
（
Ｓ
）
・
富
国
・
巴
・

（
“
）
ぬ
①
⑦
》
己
三
一
一
目
］
二
（
国
巨
『
【
①
－
老
冨
［
①
：
『
宮
①
Ｏ
Ｃ
Ｂ
①
切
二
ｏ
旨
堕
巨
の
ｐ
８
ｏ
自
昌
①
日
昌
○
目
－
，
コ
目
昌
一
甲
】
盲
目
一
切
”
、
厚
①
閂
昌
の
目
昌
自
昌
の
ュ
目
昌
一
印
】
ず
自
昌
さ
『
［
ず
①
司
○
ロ
ロ
の
『
●
百
ｍ
。
‐

⑫
一
画
く
冒
目
已
昌
①
Ｑ
⑦
農
。
□
・
【
号
①
の
国
［
①
Ｃ
・
貝
・
｛
因
。
⑫
己
四
陣
困
①
目
①
、
。
ご
】
目
ご
・
ｐ
）
｛
ミ
弓
冒
」
○
ミ
目
一
旦
曰
》
§
冒
昌
ご
目
一
ト
ロ
ミ
マ
（
一
一
・
余
（
９
９
）
・

（
妬
）
Ｃ
○
己
已
一
①
二
目
の
言
昌
⑦
巴
シ
⑫
⑫
①
路
昌
①
貝
（
冨
昌
Ｐ
ｇ
ｍ
）
・
農
、
『
ロ
ロ
。
【
①
（
］
Ｃ
）
・
冨
国
・
』
Ｃ
・

（
妬
）
辱
亘
》
目
国
・
さ
。

（
師
）
、
①
①
Ｐ
・
浜
、
⑫
①
⑫
⑫
目
①
貝
⑫
自
二
宛
①
ロ
◎
曰
◎
ご
己
、
①
ヨ
ゴ
８
□
・
『
旨
の
Ｂ
Ｐ
勺
円
の
⑫
－
９
①
具
・
扁
昏
①
旨
（
①
日
目
。
ご
＆
ｎ
回
目
旨
＆
曰
ゴ
盲
目
一
命
。
『
号
⑥
田
Ｃ
ｐ
ｐ
①
『
冑
、
。
⑫
一
画
ご
旨
）
官
。
ぐ
ご
①
□
【
○
ｓ
の
い
の
‐

２
ユ
ロ
、
。
■
口
。
】
一
己
貝
呂
目
（
【
○
勺
自
画
、
『
昌
彦
①
○
ｍ
ｍ
の
ｏ
巨
ユ
ミ
の
○
口
ご
Ｑ
］
”
①
四
○
盲
二
○
口
］
い
い
や
（
い
つ
つ
←
）
．
．
》
［
ヨ
ニ
ロ
○
○
・
ｍ
一
四
つ
Ｃ
全
一
田
Ｐ
ｐ
ｍ
『
四
・
四
℃
．

（
犯
）
の
○
日
□
｝
①
二
目
の
［
『
胃
①
巴
シ
⑫
⑫
①
閉
目
①
員
（
冨
旦
Ｐ
ｇ
ｍ
）
・
良
ミ
ロ
ニ
。
［
①
（
Ｓ
）
．
シ
目
①
〆
自
冨
国
・
全
・

（
羽
）
、
⑥
①
．
宛
ｇ
ｏ
目
ｏ
ｐ
Ｓ
ｎ
ｎ
ｏ
［
昌
一
ｇ
ｏ
ロ
の
園
【
①
巴
。
〔
ｓ
①
旨
［
①
曰
昌
。
ご
巳
の
ゴ
ョ
ヨ
四
一
コ
一
ヶ
自
国
］
ず
『
房
ご
目
：
（
】
冨
昌
ｇ
ｇ
）
．
ご
ｚ
Ｏ
ｏ
ｏ
・
の
｛
ｇ
ｇ
へ
い
い
い
シ
目
⑰
〆
（
四
目
ｍ
・

（
側
）
国
四
ｍ
閏
四
囲
目
の
四
ｍ
Ｐ
の
四
ｍ
の
ｚ
○
・
門
目
へ
Ｉ
ｇ
Ｓ
－
ｍ
⑦
Ｉ
ど
《
］
］
互
い
》
Ｏ
①
ｏ
宮
ｏ
ｐ
ｏ
ｐ
勺
『
。
⑰
の
。
貝
。
『
〆
宛
臼
巨
①
、
［
ず
円
内
①
庁
目
色
］
。
届
ｓ
①
盲
ｅ
８
コ
①
貝
Ｓ
［
冨
穴
冒
彊
○
日
。
【
＆
①
ｚ
①
ｓ
①
７

グーヘ－－､〆￣へ〆戸へグー、〆￣へ／￣、グーヘ

３６３５３４３３３２３１３０２９
、－〆、－〆、－－～－－､－－、－〆、-〆、－〆

（
犯
）
｛
ご
貝
》
目
『
口
・
念
・

（
豹
）
辱
巨
．
シ
目
貝
戸
富
国
・
函
．
こ
こ
で
は
、
言
一
目
巨
匿
Ｃ
ｇ
Ｑ
ｍ
『
①
［
①
己
Ｅ
医
・
事
件
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
釦
）
、
○
日
己
］
①
二
目
の
百
●
四
【
①
巴
シ
、
⑫
①
⑫
⑫
曰
の
具
（
筥
昌
９
９
）
》
貝
、
ご
ロ
。
（
①
（
］
○
）
・
少
昌
①
〆
Ｐ
で
胃
Ｐ
Ｃ
・

（
皿
）
｛
守
貝
》
冨
国
・
巳
・

（
犯
）
守
貝
》
冨
国
・
盆
・

（
詔
）
ご
負
》
目
『
四
・
周
．

写
一
旦

ざ
負
》
息
『
Ｐ
団
．

寓
二
具

一
四
口
烏
》
己
シ
ロ
ユ
一
回
○
○
コ
．
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（
師
）
Ｆ
巨
匠
句
の
色
⑫
Ｐ
、
色
⑫
③
ｚ
Ｃ
・
ゴ
ー
ｃ
ｍ
Ｉ
旨
｝
］
Ｉ
シ
元
］
一
．
身
・
］
・
□
①
。
冨
自
○
二
二
巨
目
Ｆ
巨
酋
句
㎡
シ
弓
８
一
元
①
忠
己
旨
、
宛
の
苛
司
四
一
・
シ
弓
①
四
一
⑫
、
盲
目
ワ
ｇ
］
］
］
巨
］
臣
８
ｓ
．

（
妬
）
辱
貝
・
ロ
閏
回
」
］
ぬ
．

（
船
）
ご
貝
・
己
自
画
』
日
．

（
Ⅲ
）
＆
負
．
冨
国
・
ｓ
ｏ
・

（
砲
）
、
①
ｐ
『
巨
只
》
目
『
囚
⑫
．
］
ニ
ー
］
己
・

（
岡
）
ご
負
・
富
国
⑫
』
臣
・
］
］
Ｐ
三
旦
鳥
｝
Ｃ
②
白
一
・
、
息
Ｐ
員
、
『
ｐ
ｐ
ｏ
戸
①
（
お
）
・
忌
日
・
山
〕
・

（
“
）
Ｆ
巨
嵐
か
、
厨
Ｐ
員
、
ミ
ニ
ｏ
【
①
（
、
）
・
冨
国
・
］
］
『
．

（
兜
）
、
①
①
．
＆
貝
・
目
『
四
・
ｓ
］
・

（
印
）
、
①
ｐ
ご
貝
・
日
日
・
］
Ｂ
・

（
帥
）
守
員
．
ｇ
国
』
＆
．

（
鬼
）
の
国
具
○
く
一
Ｃ
ｎ
ｍ
ｍ
Ｐ
Ｃ
ｍ
ｍ
の
ｚ
○
・
口
－
℃
①
－
巳
へ
ロ
ー
ン
宛
］
］
す
】
の
．
」
・
□
①
ｎ
国
目
○
口
宛
巨
一
①
〕
］
豆
⑫
宛
⑦
符
同
画
一
．
シ
弓
８
］
、
富
冒
す
ｇ
］
、
①
□
［
①
曰
す
の
『
９
ｓ
・
目
白
・
］
①
．

（
記
）
、
①
ゆ
め
巨
碗
目
の
。
ｐ
〕
①
易
・
閃
巨
一
の
巨
亘
⑫
。
、
ｓ
①
旨
［
の
日
昌
○
回
巳
ｎ
コ
目
ロ
巳
早
】
盲
目
－
３
『
昼
の
田
○
目
己
の
『
藝
冒
、
○
ｍ
一
四
ぐ
冒
帥
丙
①
苛
閂
目
一
○
口
目
一
目
ロ
①
日
⑫
［
。
ｚ
呂
自
＆
ｎ
ｏ
巨
冒
・
・
ｍ
Ｃ
昌
○
ョ

〔
す
一
一
無
い
⑮
』
ミ
両
「
ヨ
ロ
註
◎
ヨ
ミ
ロ
ヨ
ミ
、
ご
ミ
ロ
ロ
『
国
「
ご
ｎ
門
Ｓ
ご
罰
⑩
て
（
、
そ
く
○
一
・
山
①
（
い
つ
○
コ
）
・
ロ
，
］
『
『
・

（
別
）
の
①
Ｐ
］
①
ロ
⑫
ｏ
）
①
。
【
己
自
己
色
目
Ｃ
ｓ
ユ
昌
目
【
①
ユ
｝
《
［
ヨ
シ
二
四
○
○
曰
ぱ
す
目
四
一
ｍ
□
己
①
Ｒ
国
目
①
。
⑮
⑫
碗
昌
ｍ
Ｔ
ｎ
Ｃ
冒
已
一
①
二
目
の
宮
皀
の
四
目
□
丙
①
苛
口
回
一
で
国
Ｃ
【
－
８
Ｃ
ｍ
ｓ
①
【
、
『
Ｋ
ｇ
Ｑ

【
門
『
宛
守
目
］
ｓ
＠
勺
①
厨
つ
の
ｏ
［
一
ぐ
①
。
【
［
す
の
Ｏ
①
奇
ロ
。
①
．
、
言
へ
、
『
盲
目
コ
ミ
の
ヨ
ミ
ョ
ミ
巨
二
宛
皀
（
２
）
ぐ
○
一
・
ｍ
（
四
Ｓ
ｍ
）
・
弓
・
旨
１
９
．

（
弱
）
三
旦
四
医
か
四
四
一
・
、
色
⑫
、
、
煙
い
①
ｚ
ｏ
・
ｐ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
ａ
Ｉ
シ
宛
ニ
ワ
】
⑫
．
］
・
ロ
①
。
芭
自
○
口
］
◎
一
員
Ｏ
①
奇
自
８
シ
己
已
８
］
回
忠
目
⑫
〔
□
①
、
冨
。
□
。
ご
【
の
汀
［
Ｈ
巳
巨
目
①
円
内
巨
一
①
］
］
亘
⑫
．
シ
弓
⑦
巳
⑫

、
ロ
日
■
ず
の
原
ヨ
シ
己
己
］
口
Ｃ
つ
Ｐ
で
自
画
・
函
山
・

（
死
）
冨
旦
鳥
一
か
巴
巳
．
、
臼
⑫
Ｐ
員
、
冒
己
。
〔
の
（
金
）
》
冨
国
・
］
日
・

（
師
）
Ｆ
巨
匿
か
、
四
ｍ
①
》
員
ミ
ロ
コ
。
〔
①
（
Ｊ
）
．
宮
日
切
・
一
己
’
一
］
一
・

（
印
）
の
国
ロ

（
田
）
ご
負

８
・
本
件
に
お
い
て
委
託
裁
判
官
団
は
、
自
ら
が
適
用
法
規
を
拘
束
力
あ
る
形
で
決
定
す
る
権
限
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
適
用
法
規
の
決
定
は
委
託
先
で
あ
る
ポ
ス

ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
裁
判
所
の
権
限
内
事
項
で
あ
る
と
述
べ
た
。

（
蛆
）
屡
丙
８
．
．
．
口
胃
亘
一
・
亘
、
白
目
・
【
ｓ
⑩
旨
（
の
ョ
目
・
目
－
，
１
目
目
一
国
ワ
目
巳
さ
『
ｓ
の
ざ
目
の
『
昏
頤
・
の
一
働
く
旨
目
已
冒
『
８
．
冒
す
局
庁
ａ
．
ｍ
．
①
冒
：
。
［
い
【
：
目
・
目
一

８
巨
旨
圏
。
］
目
の
９
ｓ
》
、
口
Ｃ
ｓ
へ
Ｓ
ｍ
》
昌
巳
一
号
－
２
［
如
乏
三
三
・
ｇ
ｂ
旧
Ｓ
Ｃ
Ｂ
｛
の
＆
①
胃
扇
面
Ｃ
ｓ
へ
⑫
、
｜
①
一
ｓ
旨
目
．
ご
・

（
印
）
の
国
具
・
く
一
Ｃ
ｅ
⑫
①
》
、
四
⑫
①
ｚ
ｏ
・
ロ
ー
ｐ
ｏ
ｌ
巳
へ
ロ
ー
ン
丙
巨
冨
・
］
・
少
弓
①
崖
目
（
㎡
因
１
の
（
］
］
巨
一
】
口
Ｓ
ｍ
・
ゴ
ー
函
。
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本
稿
は
、
科
学
研
究
費
若
手
（
且
を
受
け
て
行
わ
れ
た
研
究
「
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
の
終
焉
と
国
際
刑
事

法
に
与
え
た
影
響
」
の
一
部
で
あ
る
。

（
犯
）
、
目
］
ロ
一
①
［
一
。
ご
ｍ
官
昌
①
巴
シ
脇
＠
用
日
①
昌
（
冨
昌
９
９
）
白
骨
自
己
。
【
の
（
Ｓ
）
・
目
白
・
台
・

（
”
一
「
冒
一
鴎
・
『
号
…
．
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
国
内
刑
事
手
続
に
お
け
る
公
正
ざ
を
確
保
す
る
た
め
の
国
際
協
力
ｌ
旧
ユ
ー
ゴ
領
域
で
侵
さ
れ
た
鬮
際
人
道
法
の

重
大
な
違
反
の
処
理
ｌ
」
「
法
政
論
集
一
策
一
一
○
二
号
一
二
○
○
四
年
五
月
「
’
五
六
「
’
六
七
頁
、
参
照
．

（
帥
）
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
統
計
を
参
照
し
た
。
の
８
三
ロ
ミ
ダ
ー
ミ
君
・
目
・
◎
垣
、
Ｑ
へ
、
一
目
８
－
＆
且
①
〆
・
言
［
Ｐ

（
皿
）
委
託
裁
判
官
団
は
検
察
官
に
報
告
を
命
令
す
る
固
有
の
権
限
が
自
ら
に
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
。
、
８
ｍ
圓
穴
・
ぐ
局
、
四
ｍ
の
．
シ
弓
の
画
］
Ｃ
ｏ
ｏ
国
・
Ｐ
百
日
・
山
口

〆￣へ／￣へ〆■へ〆￣へグーへグーヘ〆￣、

７７７６７５７４７３７２７１
、－－～-〆、－〆、-〆、－〆、＿〆、－〆

グーへ〆￣へ

７０６９
，－〆､－－

〆戸へ

６８
、－〆

ご
負
・
己
自
四
・
患
，

の
８
ｓ
貝
》
□
閂
四
・
日
・

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
一
事
不
再
理
の
原
則
に
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
の
優
越
性
と
と
も
に
、
’
国
内
手
続
の
公
平
性
や
独
立
性
と
い
っ
た
手
続
の
態
様
を
重
視
す
る
立
場
が
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
一
事
不
再
理
の
原
則
に
見
ら
れ
る
管
轄
権
調
整
ル
ー
ル
の
検
証
」
「
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
○
四
巻
一
号
（
二

｛
ご
旨
民
）
已
湧
『
酔
い
←
・

辱
其
》
冨
国
・
旨
．

Ｆ
巨
医
（
ロ
展
⑪
、
凹
め
①
ｚ
ｐ
ロ
ー
ｐ
ｍ
Ｉ
眉
へ
］
１
勺
目
ｏ
①
○
国
○
口
目
で
『
。
⑫
①
８
８
円
武
宛
の
Ｐ
巨
の
⑫
（
官
『
②
巨
目
［
［
。
【
巳
の
巨
守
目
（
田
）
三
一
ｓ
『
①
、
四
ａ
【
○
ｍ
『
８
ｓ
①
Ｆ
巨
底
か
目
二
宮
８
ｓ
。
『
呉
８
０
の
‐

Ｃ
国
○
二
く
四
日
旨
、
の
号
の
目
一
国
ｍ
ｏ
ａ
ｇ
ｇ
］
已
豈
９
ｓ
・

Ｐ
巨
西
か
、
畠
⑥
⑫
ロ
ロ
国
ロ
。
［
①
（
ｕ
）
・
己
四
国
・
］
］
・
・

の
。
冨
冒
は
、
「
事
件
を
受
け
入
れ
る
意
思
が
あ
り
十
分
な
用
意
が
あ
る
国
」
に
も
委
託
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
国
際
法
が
中
核
犯
罪
に
対
す

る
普
遍
的
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
黙
示
的
に
示
唆
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
、
８
乏
旨
目
］
シ
・
⑫
・
冨
冨
い
ち
§
己
二
・
（
の
（
◎
）
七
・
台
⑭
．

、
②
①
》
巨
凸
鳥
］
ｏ
ｎ
用
Ｐ
Ｃ
闇
①
ｚ
○
・
白
目
－
Ｃ
Ｐ
－
ａ
－
シ
丙
］
＆
量
□
①
Ｃ
芭
○
ロ
。
ご
ｏ
の
符
ｐ
８
シ
ロ
ロ
８
｝
シ
、
巴
易
〔
□
①
○
芭
○
己
○
已
宛
①
苛
口
巳
ご
ロ
ロ
の
『
宛
巨
］
の
巨
守
身
》
己
画
国
・
←
い
・

Ｆ
巨
蚕
か
、
閉
ｐ
閏
兵
、
ミ
ロ
◎
（
①
（
山
）
・
己
自
Ｐ
い
い
。

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
柵

○
○
五
年
五
月
）
、
参
照
。
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